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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】
回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期
決算年月 平成19年３月平成20年３月平成21年３月平成22年３月平成23年３月

営業収益 （百万円） 20,946 20,674 16,743 15,084 14,052

純営業収益 （百万円） 19,791 19,299 14,988 13,556 12,605

経常利益 （百万円） 11,017 9,955 5,996 4,905 4,404

当期純利益 （百万円） 6,088 6,006 3,643 3,092 597

持分法を適用した場合の投

資利益
（百万円） － － － － －

資本金 （百万円） 7,195 7,196 7,196 7,196 7,196

発行済株式総数 （株） 975,579975,687975,687975,687185,137,400

純資産額 （百万円） 37,568 37,414 33,761 35,664 32,615

総資産額 （百万円） 363,771395,726344,100389,292395,005

１株当たり純資産額 （円） 38,509.4739,414.1837,512.0539,623.97185.20

１株当たり配当額

（うち１株当たり中間配当

額）

（円）
2,000

(－)

2,000

(－)

1,300

(－)

2,000

(－)

8

(－)

１株当たり当期純利益金額 （円） 6,267.976,205.833,908.343,436.03 3.35

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
（円） 6,213.606,178.113,904.283,434.40 3.35

自己資本比率 （％） 10.3 9.5 9.8 9.2 8.3

自己資本利益率 （％） 17.2 16.0 10.2 8.9 1.7

自己資本規制比率 （％） 466.8 551.0 618.0 638.4 553.1

株価収益率 （倍） 33.34 18.85 25.97 29.34 84.78

配当性向 （％） 31.9 32.2 33.3 58.2 238.8

営業活動によるキャッシュ

・フロー
（百万円） 15,604 11,704 21,693 △3,466 △23,444

投資活動によるキャッシュ

・フロー
（百万円） △3,176 110 △495 256 △705

財務活動によるキャッシュ

・フロー
（百万円） 8,849 △14,591△18,455 5,687 11,351

現金及び現金同等物の期末

残高
（百万円） 50,739 47,962 50,704 53,182 40,385

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）
（人）

81

(22)

88

(20)

93

(26)

94

(12)

94

(9)
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　（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２．営業収益には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、持分法適用対象会社がないため記載しておりません。

４．第11期の１株当たり配当額には、１株当たり1,300円の普通配当の他、創業10周年記念配当700円を含んでお

ります。　

５．自己資本規制比率は金融商品取引法第46条の６の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」の

定めにより、決算数値をもとに算出したものであります。

６．当社は平成22年４月１日付をもって、１株を200株とする株式分割を行っております。　
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２【沿革】
年月 沿革

平成11年11月株式会社三和銀行（現　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）グループが出資者となり「イー・サンワ

株式会社」を設立

平成11年12月「イー・ウイング証券株式会社」に商号変更

平成12年２月 証券業登録（関東財務局長（証）第161号）

平成12年３月 口座開設受付業務開始

平成12年４月 証券取引サービス開始

平成12年10月新規公開株などの募集・売出株式の販売開始

平成13年４月 日本オンライン証券株式会社と合併し、「カブドットコム証券株式会社」に商号変更

平成13年７月 個人情報管理世界基準の「TRUSTeシール」を国内企業として初めて取得

平成14年２月 東証・大証上場の制度信用銘柄（貸借銘柄、信用銘柄）の信用取引の開始

平成14年２月 ユーエフジェイキャピタルマーケッツ証券株式会社（現　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

株式会社）と新規公開株式等の委託販売について業務提携

平成14年５月 信用取引取扱市場に「ジャスダック」を追加

平成14年11月国内証券初「ＳＬＡ（サービス品質保証制度）」の導入

平成14年12月顧客向け全電子報告書に電子透かし技術による「電子証明書発行機能」を追加

平成15年４月 株価指数オプション取引（日経225オプション）の取扱開始

平成15年４月 国内オンライン証券初の「ISO9001（2000年版）」取得

平成16年１月 株価指数先物取引（日経225先物）の取扱開始

平成16年３月 福岡証券取引所の特定正会員に加入

平成16年３月 国内証券初の「ISMS適合性評価制度（Ver2.0）」と「BS7799-2:2002」認証同時取得

平成16年６月 旧商法特例法に基づく委員会等設置会社へ移行

平成16年７月 一般信用取引の取扱開始

平成16年10月「プチ株（単元未満株）」取引の取扱開始

平成17年３月 東京証券取引所市場第一部に株式を上場

平成17年５月 「株主推進割引」「シニア割引」２つの現物株式手数料割引プランを新設

平成17年６月 「プチ株（単元未満株）つみたて」の取扱開始

平成17年７月 株式会社ユーエフジェイ銀行（現　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）と「インターネット証券仲

介」を開始

平成17年８月 ＩＲイベント「カブ四季総会」の四半期毎の開催を開始

平成17年９月 株主優待制度の導入

平成17年10月札幌証券取引所の特定正会員に加入

平成17年11月ＴＯＰＩＸ先物取引の取扱開始

平成17年12月国内オンライン証券初の特許権を取得（自動売買（±指値、W指値）に関する特許権）

平成18年１月 Ｍｅネット証券株式会社と合併

平成18年１月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（旧株式会社東京三菱銀行顧客向け）と「インターネット証券仲

介」を開始

平成18年３月 長期信用取引の取扱開始

平成18年４月 株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）より長期優先債務格付ＢＢＢ＋取得

平成18年５月 株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）より短期優先債務格付Ｊ-２取得

平成18年７月 ＵＦＪニコス株式会社（現　三菱ＵＦＪニコス株式会社）と「証券仲介サービス」を開始

平成18年７月 日経225mini先物取引の取扱開始

平成18年８月　　 国内証券初の「ISO/IEC27001：2005」認証を取得

平成18年８月 国内金融機関初の「ISO/IEC20000-1：2005」認証を取得

平成18年９月 夜間取引市場「kabu.comＰＴＳ」の開設

平成18年12月株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行を所属銀行とした銀行代理業の許可を取得

平成19年１月 金融先物取引業の登録
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年月 沿革

平成19年５月 外国為替保証金取引を開始

平成19年６月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの子会社となる

平成19年６月 株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）による格付け見直し（格上げ）

ＢＢＢ＋→Ａ＋、Ｊ-２→Ｊ-１

平成19年７月 社団法人日本経済団体連合会へ入会

平成19年８月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行を所属銀行とした銀行代理業の顧客向けサービスを開始

平成19年９月 夜間取引市場「kabu.comＰＴＳ」に三菱ＵＦＪ証券株式会社（現　三菱ＵＦＪモルガン・スタン

レー証券株式会社）など４証券が取引参加開始

平成19年11月「倫理法令遵守マネジメント・システム規格　ECS2000v1.2」の導入

平成19年12月株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の子会社となる

平成20年２月 「スーパー証券口座」の展開を開始、貸株サービスの開始

平成20年３月 私設取引システム「kabu.comＰＴＳ」の取引時間を、8:20～23:59まで連続15時間39分に拡大

平成20年３月 証券会社５社及び株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行と『kabu.comＰＴＳ参加者評議会』を設立

平成20年５月 苦情対応マネジメントシステムの国際規格「ISO10002:2004」への適合宣言

平成20年５月 株式会社泉州銀行（現　株式会社池田泉州銀行）と「金融商品仲介サービス」を開始

平成20年６月 ミニＴＯＰＩＸ先物取引、東証ＲＥＩＴ指数先物取引、ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ30先物取引の取扱開

始

平成20年７月 株式会社中京銀行と「金融商品仲介サービス」を開始 

平成20年９月 上場カバードワラントの取扱開始 

平成20年９月 株式会社イオン銀行と「金融商品仲介サービス」を開始 

平成20年10月移動営業所のサービスを開始 

平成20年11月

平成21年４月

平成21年４月

平成21年５月

平成21年６月

平成21年10月

平成22年４月

平成22年４月　

株式会社ジャックスと「金融商品仲介サービス」を開始 

国内証券初の個人投資家向け「自動最良執行注文」の提供を開始

24時間オンライン勘定システムの稼働を開始

本社オフィスを経団連会館に移転

国内金融機関初の事業継続マネジメントシステムの国際規格「BS25999-2:2007」の認証を取得

ＣＭＥ日経225先物取引の取扱開始

１単元を100株とする単元株制度を採用

第二種金融商品取引業の登録　

平成22年６月　

平成22年７月　

平成22年８月　

平成22年８月　

平成22年９月　

平成22年10月　

平成22年12月　

平成23年３月　　

主要ネット証券初の「電子口座開設」開始　

私設市場（kabu.comPTS）を日本証券クリアリング機構(JSCC)へ接続　

業界初の取次処理速度を保証する手数料体系（「１秒保証」）の導入　

先物・オプション取引の高速新システム導入　

大証ＦＸを業界最低手数料で取扱開始　

外貨建ＭＭＦの取扱開始　

自社開発高機能トレーディングツール「kabuステーション™」提供開始　

店頭ＦＸ取引ツール「店頭ＦＸナビゲーター」提供開始　
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３【事業の内容】

当事業年度末において、当社は株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（以下、「ＭＵＦＧ」といいます。）

及び株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の連結子会社であり、両社は当社の「親会社」に該当いたします。

　ＭＵＦＧは、その傘下に普通銀行、信託銀行、証券会社、カード会社等を擁しており、約300社によって構成される企業

集団（以下、「ＭＵＦＧグループ」といいます。）を形成しております。当社はＭＵＦＧグループ内で、インターネッ

トによるオンライン取引サービスを提供する証券会社としての機能を担っており、有価証券の売買の委託の媒介、取

次、募集及び売出しの取扱い等の業務を顧客に提供しております。また、これらの業務において、顧客へのサービス強

化を目的に、ＭＵＦＧグループに属する複数の企業と業務提携を行っております。

　

［事業系統図］

　　当社及び当社の親会社並びにその主な子会社を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

（注）１．金融商品仲介業及び銀行代理業における業務提携を行っております。

２．新規公開株式等の委託販売についての業務提携を行っております。

３．金融商品仲介業における業務提携を行っております。

４．信託サービスの仲介における業務提携を行っております。

５．投資信託の販売における取引を行っております。
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４【関係会社の状況】

平成23年３月31日現在　

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業
の内容

議決権の所有又は
被所有割合（％）
（注）４

関係内容

（親会社）

株式会社三菱ＵＦＪフィ

ナンシャル・グループ

　　　　　 （注）１

東京都千代田区 2,137,476持株会社

（被所有）

56.12

(56.12)

役員の兼任等…有　

（親会社）

株式会社三菱東京ＵＦＪ

銀行      （注）１

東京都千代田区 1,711,958銀行業

（被所有）

44.39

（ － ）

営業取引（注）２

業務提携（注）３

（注）１．有価証券報告書を提出しております。

２．通常の銀行取引を行っております。

３．金融商品仲介業及び銀行代理業における業務提携を行っております。

４．議決権の所有又は被所有割合の（　）内は、間接所有割合を内数で記載しております。

 

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

 平成23年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

  94 （９） 37.4 4.5 6,176,802

　（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、常用パートを含

んでおります。）であり、臨時雇用者数（人材会社からの派遣社員）は、年間の平均人員を（　）外数で記載

しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(2）労働組合の状況

　労使関係について特に記載すべき事項はありません。

 

EDINET提出書類

カブドットコム証券株式会社(E03817)

有価証券報告書

 7/85



第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

当期（平成22年４月１日～平成23年３月31日）の株式市場は二度の急落に見舞われました。期初早々に日経平均

株価は高値11,300円台まで上昇したものの、「ギリシャショック」から始まる欧州財政危機をきっかけに、５月に

10,000円を割込み、夏から秋にかけては、米国や中国の景気減速懸念、円高ドル安の進展等により株価は更に下落、８

月末には8,800円に近付く場面までありました。また、ドル/円相場は10月末には80円接近と15年ぶりの円高局面とな

りました。その後、11月の米国FOMC（連邦公開市場委員会）においてQE２（量的緩和第２弾）が発動され、ドル/円相

場が円安方向に反転したのを契機に、株価も反騰に転じました。外国人買いの再流入から海外株高へ追随する動きと

なり、日経平均株価は２月には10,800円台まで回復しました。

国内景気の踊り場脱却もあと数ヵ月と観られていたところへ、３月11日に東日本大震災が未曾有の規模で発生、原

発事故に対する懸念も重なったことから、日経平均株価は震災前日の10,400円台から３月15日には一時8,200円台ま

での急激な下落を記録しました。また、ドル/円相場も10月の円高水準を越え、一時的に76円台まで急落するなど、市

場は大混乱をきたすことになりました。その後、日銀による迅速かつ大規模な資金供給や、円高是正のため10年半ぶ

りに実施されたG7協調為替介入などにより、市場は落ち着きを取り戻し、日経平均株価は9,700円台まで、ドル/円は

83円台まで戻して期末を迎えることとなりました。

　当期の個人投資家の売買動向につきましては、期初から５月にかけては前期の後半に比べ活発なものとなりまし

たが、７月から10月にかけては、三市場（JASDAQ除く、以下同じ。）１日当たり個人株式売買代金が4,000億円を割り

込むなど極めて低調な取引となりました。11月の株価反騰局面以降、個人投資家の株式投資回帰も見られ、個人株式

売買代金も順調に増加し期初のレベルを超えるまでになりましたが、期を通じては総じて低調であり、当期の三市

場１日当たり個人株式売買代金は5,059億円と前期の6,069億円から約17％減少しました。

　このような厳しい環境の中、当期の当社業績は、営業収益は前期比6.8％減少の14,052百万円、経常利益は前期比

10.2％減少の4,404百万円となりました。大震災後の相場急落に伴い30億円を超える多額の顧客決済損が発生し、これ

により生じた顧客立替金に対する貸倒引当金を特別損失として3,172百万円計上したことにより、当期純利益は前期

比80.7％減少の597百万円となりました。証券口座数は731,891口座（前期末700,162口座）、信用口座数は76,832口座

（前期末72,007口座）と順調に増加しました。日経平均株価が前期末比約12％下落したものの、投資信託の預り資産

が積みあがったこと等に伴い、預り資産は11,093億円（前期末11,207億円）と前期末比1.0％の減少にとどまりまし

た。

　当社は『顧客投資成績重視の経営』を経営理念に掲げ、損をしないことが利益に繋がるという「リスク管理追求

型」のコンセプトの下、特許を取得している「逆指値」を始めとする利便性と安定性を追求した独自のサービスを

提供するとともに、個人投資家の皆様に新しい投資スタイルを啓蒙すべく、当期は以下のような取り組みを行いま

した。　

　

・毎月分配投信や中国Ａ株ブルベアファンドなど６ファンドを新規追加（４月）

・一般信用の売建可能銘柄を523銘柄に拡大（４月）

・外国為替保証金取引（ＦＸ）「Ａｎｄｒｏｉｄ/iＰｈｏｎｅ版」の提供開始（５月）

・主要ネット証券初の「電子口座開設」開始（６月）

・「フリーＥＴＦ」（特定のＥＴＦ売買手数料を無料とするサービス）の提供開始（６月）

・「貴金属上場投信」を上場初日から取扱い（７月）

・私設市場（kabu.comPTS）を日本証券クリアリング機構（JSCC）へ接続（７月）

・「保証金（証拠金）自動維持システム」に関する特許権取得（７月）

・業界初の取次処理速度を保証する手数料体系（「１秒保証」）の導入（８月）

・先物・オプション取引の高速新システム導入（８月）

・先物・オプション取引手数料を主要ネット証券最低水準に引き下げ（８月）

・上場・店頭カバードワラント取引手数料を業界最低水準に引き下げ（８月）

・携帯用無料トレーディングツール「kabuアプリ」大幅バージョンアップ（８月）

・大証ＦＸを業界最低手数料で取扱開始（９月）

・三菱東京ＵＦＪ銀行テレビ窓口限定キャンペーン実施（９月）

・ＣＭＥ日経225先物取引のリアルタイムチャート等をほぼ24時間提供開始（９月）

・iアプリ用トレーディングツール「kabu.com店頭FX」の提供開始（９月）

・新興国株式ファンド、債券ファンドなど４ファンドを新規追加（１０月）

・信用取引委託保証金率を30％に引き下げ（１０月）

・ジャスダック銘柄手数料引下げ（１０月）

・私設市場（kabu.comPTS）の空売り規制対応に関する変更認可の取得（１０月）
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・外貨建ＭＭＦの取扱開始（１０月）

・円/外貨統合型の24時間オンライン勘定系自社製システム導入（１０月）

・一般信用売建可能銘柄を557銘柄に拡大（１１月）

・モバイル公式サイトリニューアル（１１月）

・「フリーＥＴＦ」対象銘柄を６銘柄に拡大（１２月）

・自社開発高機能トレーディングツール「kabuステーション™」提供開始（１２月）

・外貨建ＭＭＦ積立サービス開始（１２月）

・上場カバードワラントの取引手数料を完全無料化（１月）

・「フリーＥＴＦ」対象銘柄を７銘柄に拡大（１月）

・三菱東京ＵＦＪ銀行からの仲介「即時口座開設」の対象を普通預金口座保有者に大幅拡大（１月）

・ユニバーサルデザイン「スマート版」サイト新設（１月）

・ノーロードファンド等５０ファンド１００本の投資信託の取扱い大量追加（１月～２月）

・投資信託コンテンツ大幅リニューアル（２月）

・先物/オプション取引システムの刷新（２月）

・「フリーＥＴＦ」対象銘柄を８銘柄に拡大（２月）

・三菱東京ＵＦＪ銀行カブドットコム支店の円普通預金口座に優遇金利適用開始（３月）

・「スーパー証券口座」に三菱東京ＵＦＪ銀行の口座残高表示開始（３月）

・信用取引大口顧客（6,000万円）の取引手数料を無料化（３月）

・店頭ＦＸ取引ツール「店頭ＦＸナビゲーター」提供開始（３月）

・「フリーＥＴＦ」対象銘柄を９銘柄に拡大（３月）

 

　当期の主な収益、費用、利益の状況は以下のとおりです。

　

①　受入手数料

  　　当期の受入手数料は8,713百万円（前期比13.4％減少）となりました。

　このうち、三市場での個人投資家による１日当たりの株式売買代金が5,059億円と前期比16.6％減少したことを主な

要因に、委託手数料は6,735百万円と前期比18.2％の減少となりました。株式委託手数料は5,405百万円（前期比

18.8％減少）、先物取引及びオプション取引の委託手数料は1,231百万円（前期比19.0％減少）、また当期より取扱い

を開始した大証ＦＸの委託手数料は67百万円となりました。

　募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は、投資信託の販売が好調であったことから、168百万円

と前期比41.6％の増加となりました。

　その他の受入手数料は、1,809百万円と前期比6.0％の増加となりました。店頭外国為替証拠金取引（店頭ＦＸ）に係

る手数料収入は796百万円（前期比6.2％増加）、投資信託の代行手数料は392百万円（前期比19.0％増加）、有料情報

コンテンツサービスによる手数料収入は289百万円（前期比16.0％減少）となりました。受入手数料の科目別の過去

の推移を示すと下表のとおりです。

　株式委託手数料および先物・オプションの手数料の割合が減少する一方、投資信託関連手数料およびＦＸ関連手数

料の占める割合が増加しました。

決算期

平成21年３月期 平成22年３月期  平成23年３月期

 金額

（百万円） 

 構成比 

（％） 

金額

（百万円）

構成比

（％） 

金額

（百万円）

構成比

（％） 

委託手数料 9,119 81.2 8,231 81.8 6,735 77.3

　（内、株式） 7,136 63.5 6,654 66.2 5,405 62.0

　（内、先物・オプション） 1,834 16.3 1,521 15.1 1,231 14.1

　（内、その他） 147 1.3 55 0.6 98 1.1

募集・売出し・特定投資家向け売付

け勧誘等の取扱手数料
100 0.9 119 1.2 168 1.9

　（内、投資信託）　 97 0.9 114 1.1 166 1.9

その他の受入手数料 2,011 17.9 1,707 17.0 1,809 20.8

　（内、店頭ＦＸ） 1,063 9.5 750 7.5 796 9.1

　（内、投資信託代行手数料） 286 2.5 330 3.3 392 4.5

　（内、有料情報サービス） 392 3.5 345 3.4 289 3.3

　　　　受入手数料合計 11,231 100.0 10,058 100.0 8,713 100.0
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② トレーディング損益

　当期から外貨建ＭＭＦの取り扱いを開始し、その他トレーディング損益が９百万円となりました。

　

③　金融収支

　当期の金融収益は5,329百万円（前期比6.0％増加）、金融費用は1,446百万円（前期比5.4％減少）となり、差し引

きした金融収支は3,882百万円（前期比11.0％増加）となりました。当期末の三市場における信用取引買建玉期末

残高は１兆4,621億円と前期末比2.3％増加する中、当社の同残高も809億円と前期末比1.8％増加しました。信用取

引に伴う金利収入は増加したものの、市中金利の下落により分別金運用益が減少したことなどにより、金融収支を

信用取引買建玉期末平残で除した比率は、前期の5.3％から当期は4.8％へと低下しておりますが、金融収益を金融

費用で除した金融収支率は前期の328.8%から当期の368.4%に大幅に改善するなど、財務基盤の強化は着実に進んで

おります。

決算期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

金融収益（百万円） 5,513 5,026 5,329

金融費用（百万円） 1,755 1,528 1,446

金融収支（百万円） 3,758 3,497 3,882

金融収支率（％） 314.1 328.8 368.4

純営業収益（百万円） 14,988 13,556 12,605

純営業収益に占める金融収支比率（％） 25.1 25.8 30.8

信用取引買建玉期末残高（百万円） 51,830 79,553 80,947

三市場信用取引買建玉期末残高（百万円） 898,723 1,428,881 1,462,137

金融収支／信用買建玉期末平残比率（％） 5.1 5.3 4.8

④　販売費・一般管理費

　システム資産の新規取得および一部資産の早期償却があったことにより減価償却費は増加したものの、過去に購

入したシステム資産のリース期間満了によるリース料の減少、取引量の低下による事務費の減少などに加え、広告

宣伝費などで費用削減に努めたことにより、当期の販売費・一般管理費は、8,195百万円（前期比5.0％減少）とな

りました。

　当期の「委託手数料／販売費・一般管理費率」「委託手数料／システム関連費率」は下表のとおり減少傾向にあ

りますが、引き続き経費抑制に努め、経営効率性を高めて参ります。

決算期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

委託手数料（百万円） 9,119 8,231 6,735

販売費・一般管理費（百万円） 8,964 8,623 8,195

うち、システム関連費（注）（百万円） 3,594 3,672 3,490

委託手数料／販売費・一般管理費率（％） 101.7 95.5 82.2

委託手数料／システム関連費率（％） 253.7 224.2 193.0

（注）　システム関連費は、オンライン専業証券のインフラ面を構成する、不動産関係費、事務費及び減価償却

　　　　費の合算値としています。

⑤　営業外損益

　当期の営業外収益は、特定金外信託のポートフォリオ見直しに伴う収益107百万円、投資有価証券の配当金収入19

百万円等により185百万円（前期比73百万円の減少）、営業外費用は、投資事業有限責任組合の決算損失147百万円

等により191百万円（前期比95百万円の減少）となり、差し引きで５百万円の損失となりました。

⑥　特別損益

　当期の特別利益は、貸倒引当金戻入額44百万円、金融商品取引責任準備金戻入378百万円、投資有価証券売却益284

百万円により706百万円（前期比267百万円の増加）、特別損失は、投資有価証券評価損292百万円、東日本大震災後

の相場急落に伴う顧客決済損に係る立替金に対する貸倒引当金繰入額3,172百万円、リース解約損41百万円等によ

り3,519百万円（前期比3,403百万円の増加）となり、差し引きで2,812百万円の損失となりました。
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⑦　法人税等

　当期は、東日本大震災後の相場急落に伴う顧客決済損に係る立替金に対する多額の貸倒引当金の発生により、将来減

算一時差異が増加しました。これを受け、繰延税金資産の回収可能性を見直したことにより繰延税金資産を339百万円

取り崩した結果、法人税等および法人税等調整額の合計額は994百万円となり、税効果会計適用後の法人税等の負担率

は62.5%と前期の40.8%から上昇しました。

  

⑧　経常利益、当期純利益等

　以上の結果、営業利益は4,410百万円（前期比10.6%減少）、経常利益は4,404百万円（前期比10.2%減少）、税引前当

期純利益は1,592百万円（前期比69.5％減）、当期純利益は597百万円（前期比80.7％減）となりました。当期純利益

及び自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）の推移は下表のとおりです。当期のＲＯＥは1.7％（特別損失に計上した貸倒

引当金繰入額及び繰延税金資産取り崩し額の影響を除くと8.0%）となり、当社が目標としている20％を下回っており

ますが、収益増強や経営効率・資本効率の改善を通じて、ＲＯＥ20％以上を目指してまいります。 

決算期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期
（※）平成23年３月期

修正値

当期純利益（百万円） 3,643 3,092 597 2,818

期末純資産額（百万円） 33,761 35,664 32,615 34,836

自己資本当期純利益率

（ＲＯＥ）（％）
10.2 8.9 1.7 8.0

　(※）平成23年３月期修正値は、東日本大震災後の相場急落に伴う顧客決済損に係る立替金の影響（貸倒引当金繰入額

と繰延税金資産の取り崩し額）を除いた場合の仮定値

　

(2）キャッシュ・フロー

　当期における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、営業活動による支出（資金の減少）が23,444百万

円、投資活動による支出（資金の減少）が705百万円、財務活動による収入（資金の増加）が11,351百万円となった結

果、当期末の資金の残高は40,385百万円となり、前年度末比12,797百万円の減少となりました。

　当期の各活動によるキャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりです。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当期における営業活動の結果減少した資金は23,444百万円（前期は3,466百万円の減少）となりました。

　税引前当期純利益1,592百万円（前期は5,227百万円）を計上したことに加え、受入保証金の増加12,354百万円（前

期は2,051百万円の増加）等による資金の増加があった一方、信用取引資産・負債の純増加17,068百万円（前期は

11,298百万円の純減少）等により資金が減少した結果であります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当期における投資活動の結果減少した資金は、705百万円（前期は256百万円の増加）となりました。

　器具備品等の有形固定資産の取得による支出176百万円（前期は282百万円の支出）、ソフトウェア等の無形固定資

産の取得による支出849百万円（前期は587百万円の支出）があった一方、投資有価証券の売却による収入305百万円

（前期は143百万円の収入）を計上したこと等によるものです。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当期における財務活動の結果増加した資金は、11,351百万円（前期は5,687百万円の増加）となりました。配当の支

払額による支出1,800百万円（前期は1,170百万円の支出）、自己株式の取得による支出1,611百万円があった一方、短

期借入金の増加15,000百万円（前期は7,000百万円の増加）等があったことによるものです。

　

EDINET提出書類

カブドットコム証券株式会社(E03817)

有価証券報告書

11/85



２【対処すべき課題】

昨今の株式市場低迷を受けて株式個人委託売買代金が縮小し、収益が伸び悩む厳しい環境の中で、ＭＵＦＧグ

ループとしての総合力や当社ならではのＩＴ力を活かした競争力強化により、業界内ポジションの向上を目指すと

ともに、内部統制／品質管理態勢を強化し強固なビジネス基盤を確立してまいります。

　

（1） ＭＵＦＧグループとの業務提携成果の結実

ＭＵＦＧグループ各社との業務提携において、金融商品仲介における口座開設の利便性追求、銀行サービスと

の連携施策の展開、金融商品仲介業者の拡充、海外商品の拡充をはじめとする海外展開の検討などの各種施策を

通じて営業面成果の結実につなげてまいります。

（2） 金融商品取引業者としての法令遵守、内部統制及び品質管理態勢の強化

金融商品取引業者に求められるプリンシプルベースを背景とした法令遵守態勢の確立のため、継続して強固な

コンプライアンス意識の高揚を図ります。また、財務報告に係る内部統制報告制度（J-SOX）においてもＩＳＯ経

営フレームワークを基軸とし、グループ・ベースでの内部統制基盤、リスク管理態勢基盤の整備・高度化を図り

ます。さらには、認証取得（ＢＣＭＳ（ＢＳ25999-2：2007））によるＢＣＰ（事業継続計画）の高度化により安

定したシステム基盤によるサービスの提供、及びＩＳＯ10002：2004（苦情対応マネジメントに関する国際規

格）の苦情対応プロセスを糧とするお客様本位のサービスとＥＣＳ2000（倫理法令遵守マネジメントに関する

国内規格）を基盤とするコンプライアンスのＰＤＣＡサイクルを継続してまいります。

（3） 金融サービスの情報処理産業化及び取引執行競争に対応した競争力の追求

金融サービスの情報処理産業化及び取引執行競争の進展に伴い、当社のＩＴインフラ力を活かした新規業務・

サービスの展開を通じて、競合他社との競争力強化を図ります。具体的には、スーパー証券口座をマーケティング

基軸とした機能強化、上場商品の拡充等のデリバティブ展開の強化、取引執行処理の高速化、新たなモバイルチャ

ネルへの対応、投資信託等アセット型商品の強化などに取り組んでまいります。

（4） コスト競争力の維持

昨今、マクロの経済環境の低迷が長引く中、当社の主たる業務である金融商品取引業は株式等の市況の影響を

大きく受けております。当社は従来より、経営効率性の指標としてコストカバー率を重視しております。コストカ

バー率は収益同様低下傾向にあるものの、オンライン証券業界の中でも高い水準で推移しております。当社は今

後も厳格なコストコントロールを通じて、他社比優位なコスト競争力を維持してまいります。
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３【事業等のリスク】

　当社は、事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項とし

て、以下を認識しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資家の投資判断

上、重要であると考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に記載しております。

なお、当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存ですが、

必ずしも確実にリスクの回避や十分な対応が実現される保証がないことに留意する必要があります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(1) 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループとの連携について

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（以下、「ＭＵＦＧ」といいます。）の子会社である株式会社三

菱東京ＵＦＪ銀行と当社は、ＭＵＦＧグループのリテール分野におけるオンライン証券業務の抜本的強化と総合

ネット金融サービスの充実を図るべく、戦略的提携を強化することに合意し、平成19年６月に当社はＭＵＦＧの連

結子会社となりました。現在まで、同行との金融商品仲介業務をはじめとして、ＭＵＦＧグループ各社とさまざまな

業務提携を進めております。

　このようなＭＵＦＧグループとの業務・資本提携の強化は、当社の経営基本方針や中長期的な経営戦略にも合致

するものであり、当社の今後の業容拡大や経営成績の向上に寄与するものと考えておりますが、今後、ＭＵＦＧグ

ループの当社に対する方針に変更があった場合には、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。

(2) 顧客情報漏洩等に対するセキュリティについて

当社は、顧客情報漏洩等に対するセキュリティの確保については重要な経営課題と認識し、数々の対策を施して

います。しかしながら、今後、何らかの原因により、当社または外部の業務委託先から顧客情報が漏洩する等の情報

セキュリティに関する事故が発生することがあり得ます。当社は、情報セキュリティ管理に関する国際規格に基づ

く手順に従い、迅速な連絡と二次災害の防止、安全かつ迅速な復旧を行うための社内体制の整備及び役職員のセ

キュリティ意識高揚のための継続的な研修をおこなっておりますが、顧客情報を含めたデータの漏洩等が発生した

場合には、結果として損害賠償責任を負うことがあり、また信用の失墜により当社の経営成績に重大な悪影響が及

ぶ可能性があります。

(3) コンピューターシステム障害について

当社は、コンピューターシステム障害の防止や事業継続活動については重要な経営課題と認識し、システムデー

タセンターを長時間稼働可能な自家発電設備のある施設に設置し、また福岡への遠隔地・災害復旧サイトの開設、

システム障害の未然防止や万が一障害が発生した場合の復旧時間短縮化を可能とする管理態勢の構築など、数々の

対策を施しております。しかしながら、大規模な天災、電力の不足、その他何らかの不測要因により、コンピューター

システムの長期停止や大規模な障害が発生した場合においては、株式等の売買取引が停止することによる機会損

失、当社の評判及び企業イメージの低下による顧客喪失、並びにサービス品質保証制度（注）に基づく差損金の発

生などお客様への損害賠償義務の負担等により、当社の経営成績に悪影響が及ぶ可能性があり、またシステム障害

の規模によっては事業継続に支障を来す可能性があります。

　（注）当社では、株式注文の取次時間が５分を超えて遅延しないことを保障するＳＬＡ（サービス品質保証制

度）を導入しております。

(4) 法令遵守（コンプライアンス）について

　当社及び当社の役職員は、業務を遂行する上で、金融商品取引法をはじめとする各種法令諸規則を遵守する義務が

あります。それゆえ当社ではコンプライアンスに関する社内諸規則の整備及び継続的な役職員への研修等を行い、

コンプライアンス態勢の強化に取り組んでおります。

　しかしながら、上記のようにコンプライアンス態勢の強化及び内部管理態勢の強化を講じているにも関わらず、法

令違反等が発生した場合には、行政官庁からの処分をはじめとする法的な制裁が課されるのみならず、当社の信頼

及び評判の失墜を招き、結果として損失あるいは機会損失の発生を免れられず、当社の経営成績に悪影響が及ぶ可

能性があります。

　

(5) 与信リスクについて

当社の信用取引残高は、平成23年３月31日現在で1,121億円となっております。また昨今では、先物取引、オプショ

ン取引及び外国為替証拠金取引等のデリバティブ取引金額が増加しております。これらの取引に関する担保及び証

拠金の管理は厳格に行っておりますが、建玉あるいは代用有価証券の価格が急激に変化した場合等には、多額の貸

倒れが発生する可能性があります。

当期につきましては、平成23年３月11日に発生した東日本大震災以降の株式相場の急激な下落に伴い、主に日経

225オプション売建て取引による当社顧客の決済損に関し、預り証拠金等を超える多額の不足金が生じました。これ

らの不足金につきましては回収努力を継続しておりますが、平成23年３月31日現在、合計35億円が立替金となって

おり、内、33億円については回収可能性に懸念があるため特別損失として31億円の貸倒引当金繰入額を計上してお

EDINET提出書類

カブドットコム証券株式会社(E03817)

有価証券報告書

13/85



ります。なお、係る立替金、貸倒引当金繰入額を反映した上でも、当期末の当社純資産額は326億円、自己資本規制比

率は553.1％と、それぞれ高い水準を維持しており、証券業を継続するための当社財務基盤に問題はありません。

　オプション売建て取引につきましては、顧客毎の建玉上限を引き下げるとともに、今後、取引開始基準や証拠金管

理基準の見直し等を検討してまいりますが、これら管理の強化にもかかわらず、建玉あるいは証拠金の価格が急激

に変化する事象が生じた場合には、信用取引やデリバティブ取引において多額の立替金が発生する可能性があり、

これらの立替金を十分に回収できない場合には、当社の経営成績に悪影響が及ぶ可能性があります。

　

(6) 特定の事業への依存度が高いことについて

当社は、平成23年３月期において、株式委託手数料及び信用取引貸付金を主な収益源とする金融収支は当社の純

営業収益全体の73.7％を占めています。このため、株式市況低迷の長期化あるいは更なる低迷等によりオンライン

を通じた取引量が減少した場合、株式売買委託業務に関連する諸経費が大幅に増加した場合、あるいはその他外部

環境の変化等により当社が受託する株式売買等の取引仲介数量が減少した場合、当社の経営成績に悪影響が及ぶ可

能性があります。

(7) 手数料競争について

オンライン証券業界における手数料競争が再燃した場合、当社としても手数料の更なる引下げを含む手数料体系

の見直しを行う可能性があり、かかる手数料引下げを実施したにも係わらず取引シェアの拡大が達成できない場合

には、利益率の低下を取引量の増加により補うことができず、当社の経営成績に悪影響が及ぶ可能性があります。

(8) 法的規制について

①　金融商品取引業登録について

当社は金融商品取引業を営むため、金融商品取引法第29条に基づく「金融商品取引業」の登録を内閣総理大臣

より受けており、金融庁の監督のもと、金融商品取引法等の法令の規制を受けております。監督上の処分並びに監

督命令の対象となる事項に該当した場合は、当社は登録やその他認可業務の取り消し、業務の全部又は一部の停

止等の行政処分を命じられる可能性があります。

②　自己資本規制比率について

金融商品取引業者には、金融商品取引法及び金融商品取引業等に関する内閣府令に基づき、自己資本規制比率

維持の規制が課されており、同比率に関し120％を下回ることのないようにする必要があります。

当社の平成23年３月31日現在における自己資本規制比率は553.1％となっております。当社の自己資本規制比

率は、主に固定化されていない自己資本の額、取引先リスク相当額又は基礎的リスク相当額の増減によって変動

しており、今後の自己資本の増減や信用取引残高の増減の程度によっては、当社の自己資本規制比率は大きく低

下する可能性があり、この場合には、資本性資金の調達を行わない限り、当社の経営に支障が生じることとなりま

す。

③　金融商品取引に関する法令諸規則の変更について

　金融商品取引業を営むにあたっては、有価証券の空売り規制や為替証拠金取引のレバレッジ規制など、金融商品

取引法及び関連法令に服する義務があります。また、当社は日本証券業協会及び社団法人金融先物取引業協会の

会員として両協会の諸規則並びに当社が取引参加者となっている各金融商品取引所の諸規則にも服しておりま

す。当社の行っている業務に関係する法令諸規則の改定により、顧客管理、取引管理等に関する新たな規制が導入

され、あるいは現存する規制が一層強化される可能性があり、かかる規制の導入、強化の内容によっては、当社の

経営成績に悪影響が及ぶ可能性があります。

　

④　その他の各種法令諸規制の変更について

当社は上記①、②、③記載の法令諸規則の他、「金融商品の販売等に関する法律」、「犯罪による収益の移転防

止に関する法律」等の諸法令の規制を受けています。また、当社はＭＵＦＧの銀行法上の子会社であり、また、株

式会社三菱東京ＵＦＪ銀行を所属銀行とした銀行代理業を行っていることから、「銀行法」並びに関連法令の規

制を受けています。これらの法令諸規則の改正・厳格化等により、当社の各種業務が影響を受ける場合があり、当

社の経営成績に悪影響が及ぶ可能性があります。　
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４【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

５【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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６【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　本項に記載した将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものです。これらの事項は、不確実

なものであり、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性があります。

(1）重要な会計方針及び見積もり

　当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成しております。具体

的には、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）の規定のほか「金融

商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」

（昭和49年日本証券業協会自主規制規則）に準拠して作成しております。当社は、財務諸表を作成するにあたり、か

かる企業会計の基準に基づき、下記の事項などについて重要な判断や見積もりを行っておりますが、前提となる条

件、仮定等に変化があった場合などには、これらの見積もりが実際の結果と異なる場合があります。

①　有価証券の減損

　当社では、投資有価証券等のトレーディング商品に属さない有価証券を保有しております。このうち時価のある

有価証券については、時価が著しく下落した場合、減損処理を行っております。具体的には、決算期末の市場価格

が取得原価に比べて50％以上下落した場合などには、回復する見込みがないと判断して、減損処理を行っており

ます。また、市場価格のない有価証券については、決算期末日時点の直近期の１株当たり純資産額が、当該株式を

取得した時の取得価額と比較して50％以上下落したときは、回復する見込があると客観的に認められるときを除

き、減損処理を行っております。

②　貸倒引当金の計上

　立替金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

③　繰延税金資産の回収可能性

　当社は、将来減算一時差異に係る繰延税金資産の回収可能性を「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監

査上の取扱い」（平成11年11月９日　日本公認会計士協会　監査委員会報告第66号）に従い検討した上で、繰延税

金資産を計上しております。

(2）経営成績に関する概況

　当事業年度の経営成績に関する概況については、『第２ 事業の状況「１ 業績等の概要」』をご参照ください。ま

た、将来の経営成績に影響を与える可能性がある要因等については、『第２ 事業の状況「２ 対処すべき課題」及

び「３ 事業等のリスク」』をご参照ください。

(3）当事業年度の経営成績の分析

①　当社の収益構造について

　当社の純営業収益に占める商品別収益の過去３年の構成比の推移は下表のとおりです。当事業年度は、引き続き

国内株式市況が低迷したことにより、株式委託手数料及び先物・オプション委託手数料が金額、比率ともに減少、

一方で投資信託関連収入、外国為替証拠金関連収入は増加いたしました。また、信用取引残高が前期に比べ高水準

となったことから金融収支も増加いたしました。

　当社では、個人投資家の金融資産分散投資へのニーズや投資リテラシーは着実に高まってきていると認識して

おります。株式及び株式派生商品は引き続き中核商品として注力していくとともに、今後も個人投資家によるオ

ンライン取引ニーズが拡大していくと見込まれる投資信託、外国為替証拠金取引等も拡充してまいります。

決算期
（単位：百万円）

平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期
 金額  構成比  金額  構成比  金額  構成比 

純営業収益 14,988100.0％　13,556100.0％　12,605100.0％　

株式現物委託手数料 4,39129.3％　 4,14530.6％　 3,22825.6％　

株式信用委託手数料 2,74418.3％　 2,50818.5％　 2,17717.3％　

先物・オプション委託手数料 1,83412.2％　 1,52111.2％　 1,2319.8％　

投資信託関連収入 383 2.6％　 444 3.3％　 559 4.4％　

外国為替証拠金関連収入 1,0637.1％　 750 5.5％　 863 6.9％　

金融収支 3,75825.1％　 3,49725.8％　 3,88230.8％　

その他収入 812 5.4％　 687 5.1％　 662 5.2％　
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②　株式委託手数料について

　株式委託手数料収入は、市場全体の「個人株式委託売買金額」、それらに占める「当社のシェア」及び当社の

「株式委託手数料率」によって増減しますが、それらの数値を記載すると下表のとおりとなります。当事業年度

は「当社のシェア」は大幅に上昇したものの、「個人委託売買金額」が引き続き低調に推移したこと及び「株式

委託手数料率」が低下したことにより、株式委託手数料収入は前期比18.8％の減少となりました。

　当社の中核商品である株式のシェアの一層の拡大は、今後も重要な経営課題であると認識しており、株式会社三

菱ＵＦＪフィナンシャル・グループとの戦略的連携の強化などにより当社株式委託取引シェアの拡大を図り、株

式委託手数料を含む営業収益全般の増加を図ってまいる所存です。

決算期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

１日当たり個人委託売買金額（億円）

（三市場（JASDAQ除く））
6,625 6,069 5,059

　前期比増減率 △31.1％ △8.4％ △16.6％

当社シェア(注) 6.1％ 6.2％ 7.0％

株式委託手数料率 0.073％ 0.072％ 0.062％

株式委託手数料（百万円） 7,136 6,654 5,405

　前期比増減率 △21.8％ △6.8％ △18.8％

　　　　（注）三市場（JASDAQ除く）の株式委託売買金額合計に対する当社取扱金額の比率

③　金融収支について

　当社の金融収支は、信用取引に伴う活動及び市況により大きく左右されます。信用口座数、信用取引買建玉残高、

三市場全体の信用取引買建玉残高に対する当社のシェアの推移は下記のとおりです。

　当事業年度は、１信用口座当たりの信用取引買建玉残高、当社の信用取引期末買建玉残高と三市場に対するシェ

アは前期からほぼ変わらずとなりましたが、期中平均の信用取引買建玉残高が増加したことにより、金融収支も

改善いたしました。金融収支の一層の改善のためには、信用取引口座増加に向けての営業施策、１口座当たりの信

用取引残高の増加及び調達コストの抑制と資金管理の効率化による金融収支率の改善の３点が重要であると考

えております。

決算期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

信用口座数（期末、口座） 65,599 72,007 76,832

信用取引買建玉残高（期末、百万円） 51,830 79,553 80,947

信用取引買建玉残高/口座（期末、百万

円） 
0.8 1.1 1.0

三市場信用取引買建玉期末残高に対す

る当社シェア
5.8％　 5.6％　 5.5％　

金融収支/信用取引買建玉期末平残比率 5.1％ 5.3％ 4.8％

④　収益性について

　当社は、オンライン専業によるブロカレッジ業務においては経営の効率性が非常に重要であると考えており、Ｒ

ＯＥ（自己資本利益率）20％台維持を重要な経営目標と定め、営業収益経常利益率及び委託手数料のみで販売費

・一般管理費やシステム関連費の何倍をカバーできるかというコストカバー率等の指標を用い、常に経営効率性

を監視しております。ＲＯＥ及び営業収益経常利益率については下表の、またコストカバー率の推移については、

『第２ 事業の状況「１ 業績等の概要」（１）業績 ④販売費・一般管理費』に記載した表のとおりです。
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　当事業年度のＲＯＥは、東日本大震災後の相場急落に伴う顧客決済損に係る立替金に対する貸倒引当金繰入額

の影響を除いた場合でも8.0%と、経営目標を大きく下回る状況が継続しており、この改善が経営課題と認識して

おります。システム関連費などの固定費の削減は順調に伸展しているため、収益性改善には収益規模の拡大が重

要となっております。

決算期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

ＲＯＥ（自己資本利益率） 10.2％ 8.9％ 1.7％

営業収益経常利益率 35.8％ 32.5％ 31.3％

⑤　与信状況について

　当社は、「リスク管理追求型」というコンセプトに基づく各種サービスの展開により、市場全体に比べ良好な顧

客投資成績を求め、また不公正取引管理や与信管理の徹底等により貸倒れリスクを軽減しておりますが、市況の

急激な変動時等には、信用取引建玉や代用有価証券の評価が急落することによる一定規模の立替金の発生は避け

られません。

　当社では発生より２週間以上経過した立替金については、その回収可能性等を吟味した上で貸倒引当金を計上

しております。当事業年度においては信用取引に起因する貸倒引当金は引き続き抑制することができたものの、

東日本大震災後の相場急変により、主にオプション売建て取引による顧客の決済不足金に関して3,172百万円の

貸倒引当金を新たに計上したことから、貸倒引当金残高は大きく増加することとなりました。

　今後、同様の多額にのぼる貸倒れの発生を抑えるために、オプション売建て取引の特殊性を考慮し、顧客管理、証

拠金管理などの与信管理態勢を一層強化してまいります。

決算期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

期末当社顧客信用買建評価損益率 △16.06％ △2.24％ △8.86％

期末三市場信用買建評価損益率 △18.49％ △6.23％ △13.76％

期末当社信用取引残高（百万円） 76,582 105,892 112,139

貸倒引当金残高（百万円） 740 719 3,861

信用取引残高に対する引当率 0.97％ 0.68％ 3.44％

(4）財政状態に関する分析

①　資金の状況

　当社は、株式売買の媒介及び取次業務を中心としたブロカレッジ業務に特化しており、基本的に買掛金や売掛

金、トレーディング商品等の増減による営業活動上のキャッシュ・フローは発生しません。顧客からの預り金や

信用取引等に係る保証金の入出金と金融商品取引法に定められた顧客分別金の信託勘定への入出金、信用取引資

産・負債の純増減額等が、営業活動による主なキャッシュ・フローとなります。平成23年３月期は、営業活動によ

る支出が234億円、投資活動による支出が７億円、財務活動による収入が113億円となった結果、期末の現金及び現

金同等物は前期末に比べて127億円の減少となる403億円の残高となりました。

　また、個別銀行からの融資枠としての当座貸越枠で、本報告書提出日現在、総額370億円の借入枠を確保しており

ますので、当社の業務特性を勘案すると十分な現金及び現金同等物を確保し、財政状態には問題がないものと判

断しております。

②　資本比率について

　平成23年３月31日現在、当社の自己資本比率は8.3％（前期末9.2％）、自己資本規制比率は553.1％（前期末

638.4％）となっております。当社は、原則として商品有価証券の保有等自己売買リスクを取らないことを経営方

針としており、それゆえ必要以上に高い自己資本比率や自己資本規制比率を維持することは不要と考えておりま

す。経営環境等を考慮の上、これらの資本比率を適正な範囲に収めるべく諸施策を実施してまいります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当社は、コンピューターシステムを自社開発、自社運営しており、また、新規ビジネスへの参入や災害等に備えた事業

継続計画（ＢＣＰ）の実現のために必要な設備投資を続けてきております。当事業年度の設備投資額は1,078百万円

で、ソフトウエアを中心とした新規ビジネスに係る投資及びシステム増強を実施いたしました。また、サーバー等設備

拡充のため、支払総額189百万円のリース契約を締結いたしました。

　なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

 

２【主要な設備の状況】

　平成23年３月31日現在における各事業所の設備、投下資本並びに従業員の配置状況は、次のとおりであります。

事業所名
（所在地）

設備の内容
帳簿価額（百万円） 従業員数

（人）建物 器具備品 ソフトウエア リース資産 合計

本社

（東京都千代田

区） オンライン証

券システム等

 

259 164 1,768 530 2,723
94

(9)

福岡システム

センター

（福岡県福岡市

中央区）

－ － －  37 37
－

(－)

　（注）１．従業員数の（　）内は、臨時雇用者数の年間平均人員を外数で記載しております。

２．上記の他、リース契約による主な賃借設備は、次のとおりであります。

３．本社の設備及び従業員数には、東京都中央区の新川オフィス分を含んでおります。　

名称 数量 リース期間
年間リース料
（百万円）

リース契約残高
（百万円）

器具備品 一式 ４年 272 60

ソフトウエア 一式 ５年 84 4

 

３【設備の新設、除却等の計画】

　当社の設備投資計画は、インターネット取引の拡大に伴う顧客数や注文件数の増加、急激な技術革新、新商品の開発

等を総合的に勘案して策定しております。

　なお、平成23年３月31日現在における設備の新設、除却等の計画は次のとおりであります。

(1）重要な設備の新設

事業所名 所在地 設備の内容
投資予定金額

資金調達
方法

着手及び完了予定
完成後の増加
能力

総額
（百万円）

既支払額
（百万円）

着手 完了

本社　

東京都

千代田区

　　
オンライン証

券システム等

　

1,000 －
自己資金

　

平成23年４

月　

平成24年３

月

新商品サービ

ス対応可能等福岡システ

ムセンター

　

福岡県　

福岡市

中央区　

（注）１．投資予定金額には、ファイナンス・リースのリース料総額を含んでおります。

　　　２．本社の投資予定金額には、東京都中央区の新川オフィス分を含んでおります。　

 

(2）重要な改修

　重要な改修及び重要な除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 666,000,000

計 666,000,000

（注）平成22年４月１日付にて実施した株式分割（１株を200株に分割）に伴い、発行可能株式総数は662,670,000株増加

しております。

　

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数（株）
（平成23年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年６月27日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 185,137,400 185,137,400
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

100株　

計 185,137,400 185,137,400 － －

（注）１．「提出日現在発行数」欄には、平成23年６月１日以降提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数

は含まれておりません。

　　　２．平成22年４月１日付にて実施した株式分割（１株を200株に分割）に伴い、発行済株式数は194,161,713株増加し

ております。

　　　３．平成23年１月31日付にて実施した自己株式の消却により、発行済株式数は10,000,000株減少しております。

（２）【新株予約権等の状況】

　

　平成17年６月25日定時株主総会決議に基づく平成18年３月29日取締役会決議

 
事業年度末現在

（平成23年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成23年５月31日）

新株予約権の数（個） 834 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 500,400 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,636 同左

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日から

平成24年６月30日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　1,636

資本組入額　  818
同左

新株予約権の行使の条件

当社と対象使用人との間で

締結する新株予約権付与契

約書に定められる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡につい

ては、当社取締役会の承認

を要する。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －
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　（注）１．本新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整す

る。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数

についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数についてはこれを切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

又、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割も

しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

２．本新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の

結果生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価格＝調整前行使価格×
１

分割・併合の比率

又、本新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式を発行する場合又は自己株式を処分する場合

（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く）には、次の算式により行使価額を調整し、調整の

結果生じる１円未満の端数は切り上げる。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価格＝調整前行使価格×
新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総

数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「１株

当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ

読み替えるものとする。

上記のほか、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、又は当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　　　　該当事項はありません。　

（４）【ライツプランの内容】

　　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高
（株）

資本金増減額
 

（百万円）

資本金残高
 

（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高
（百万円）

平成18年４月１日～

平成19年３月31日  

（注）１

5,202 975,579 40 7,195 40 11,912

平成19年４月１日～

平成20年３月31日  

（注）１

108 975,687 1 7,196 1 11,913

 平成22年４月１日

（注）２
194,161,713195,137,400 － 7,196 － 11,913

 平成23年１月31日

（注）３
△10,000,000185,137,400 － 7,196 － 11,913

（注）１．新株予約権の行使による増加

２．株式分割（１：200）

３．自己株式の消却による減少　

EDINET提出書類

カブドットコム証券株式会社(E03817)

有価証券報告書

21/85



（６）【所有者別状況】

 平成23年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株） 単元未満
株式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 28 25 153 111 18 41,027 41,362 －

所有株式数

（単元）
－ 1,014,2059,725 263,68385,571 243 477,8481,851,2759,900　

所有株式数の

割合（％）
－ 54.78 0.52 14.24 4.62 0.01 25.81 100.00 －

（注）自己株式9,024,694株は、「個人その他」に90,246単元及び「単元未満株式の状況」に94株含めて記載しており

ます。 

（７）【大株主の状況】

 平成23年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 78,117,60042.19

三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会

社
東京都千代田区丸の内２丁目４－１ 20,637,40011.14

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11―３ 9,241,2004.99

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８－11 4,339,1002.34

東短ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋室町４丁目４－10 2,261,4001.22

マイクロソフト株式会社 東京都渋谷区代々木２丁目２－１ 1,728,4000.93

資産管理サービス信託銀行株式会社（年

金特金口）
東京都中央区晴海１丁目８－12 1,388,3000.74

ＣＳＳＥＬ　ＳＰＥＣＩＡＬ　ＣＳＴＤＹ

　ＡＣ　ＥＸＣＬ　ＦＢＯ　ＣＵＳ（ＰＢ　

ＮＯＮ－ＴＲＥＡＴＹ）

（常任代理人　シティバンク銀行株式会

社）

ONE CABOT SQUARE LONDON E14 ４QJ，UK

（東京都品川区東品川２丁目３－14）
1,347,4000.72

日本生命保険相互会社　特別勘定年金口　 東京都千代田区丸の内１丁目６－６　 1,290,2000.69

ノーザン　トラスト　カンパニー（エイブ

イエフシー）サブ　アカウント　アメリカ

ン　クライアント

（常任代理人　香港上海銀行東京支店）

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14

5NT，UK　

（東京都中央区日本橋３丁目11－１）

729,800 0.39

計 － 121,080,80065.40

（注）上記のほか、自己株式が9,024,694株あります。　
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（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成23年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式    9,024,600 

　　　
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　176,102,900 1,759,530 －

単元未満株式 普通株式　　　　9,900 － －

発行済株式総数 185,137,400 － －

総株主の議決権 － 1,759,530 －

（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、信用取引貸付金の自己融資見返り株式が149,900株含まれてお

ります。なお、「議決権の数」欄には、信用取引貸付金の自己融資見返り株式の完全議決権株式にかかる議決権の

数1,499個は含まれておりません。

 

②【自己株式等】

 平成23年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

カブドットコム証

券株式会社

東京都千代田区大

手町１丁目３－２
9,024,600 － 9,024,600 4.8

計 － 9,024,600 － 9,024,600 4.8

 

（９）【ストックオプション制度の内容】

　当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定

に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

　当該制度の内容は次のとおりであります。

平成17年６月25日定時株主総会決議に基づく平成18年３月29日取締役会決議

株主総会決議年月日 平成17年６月25日

付与対象者の区分及び人数 取締役１名、執行役１名、従業員31名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第３号の規定に基づく普通株式の取得及び会社法第155条第７号の規定に基づく普

通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

会社法第155条第３号の規定に基づく普通株式の取得

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（平成22年４月26日）での決議状況

（取得期間　平成22年４月27日～平成22年６月11日）
2,000,000 1,200,000,000

取締役会（平成23年１月24日）での決議状況

（取得期間　平成23年１月25日～平成23年３月24日）
2,000,000 900,000,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 4,000,000 1,610,977,788

残存決議株式の総数及び価額の総額 － 489,022,212

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） － 23.2

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合（％） － 23.2

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第７号の規定に基づく単元未満株株式の買取り請求による普通株式の取得

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 494 229,548

当期間における取得自己株式 － －

（注）当期間における取得自己株式には平成23年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含まれておりません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 10,000,0005,598,696,021 － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
－ － － －

その他（新株予約権の権利行使） 97,20054,574,463 － －

保有自己株式数 9,024,694 － 9,024,694 －

（注）当期間における取得自己株式には平成23年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含まれておりません。
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３【配当政策】

　当社は、企業価値最大化のためには、自己資本に対する利益率の向上と積極的な株主還元がその基盤になると考え、

利益率につきましてはＲＯＥ20％以上を経営目標としております。

　配当ついては、信用取引拡大等に備えた財務体質の強化及びコンピューターシステムへの投資等の将来の事業拡大

に必要な内部留保の確保を行った上で、従来は、「配当性向30％以上の配当」を基本方針としてまいりましたが、利益

率に見合った株主還元を定量的にバランスをもって行うため、平成23年３月期期末配当より、「配当性向30％以上か

つＤＯＥ（株主資本配当率）４％以上の配当」に基本方針を変更いたしました。収益力の増強および経営効率・資本

効率の一層の向上を図ることによりＲＯＥ20％以上を達成、配当性向30％以上により欧米標準のＤＯＥ６％を目指し

てまいります。

　新たな配当方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては、平成23年５月19日開催の取締役会において、配

当性向238.8％、ＤＯＥ4.2％となる１株当たり８円と決定しました。

　内部留保資金につきましては、経営環境を考慮し、十分な手許資金を確保し財務体質を維持していくとともに、収益

基盤の強化及び将来の事業拡大のための投資を行う等有効に活用してまいりたいと考えております。

　当社の剰余金の配当の決定機関は取締役会であります。また、当社は「会社法第459条第１項の定めに基づき、取締役

会の決議をもって毎年３月31日及び９月30日を基準日として剰余金の配当等を行うことができる」旨を定款に定め

ておりますが、当社の業績は株式等の市況により大きく変動し、年間利益を予想することが困難であることから、本報

告書提出日現在、配当については期末配当の年１回とする方針としております。

　当事業年度に係る配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円）

平成23年５月19日

取締役会決議
1,408 8

　

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期
決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

最高（円） 316,000 216,000 153,000
131,500　

□  　　　514
505

最低（円） 166,000 99,500 64,800
79,100

□  　　　479
223

（注）１.　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

　　　２.　□印は、株式分割（平成22年４月１日：１株→200株）による権利落後の最高・最低株価を示しております。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成22年10月 11月 12月 平成23年１月 ２月 ３月

最高（円） 345 328 386 378 370 365

最低（円） 267 277 313 335 344 223

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 
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５【役員の状況】

(1）取締役の状況

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役会長  廣中　享二 昭和32年11月13日生

昭和56年４月　㈱三和銀行 入行

平成14年５月　㈱UFJ銀行 総合資金部長

平成18年１月　㈱三菱東京UFJ銀行 円貨資金証券部

副部長

平成19年５月　同行 投資運用部長

平成20年４月　同行 執行役員投資運用部長

平成20年５月　同行 執行役員市場営業部長

平成22年５月　同行 執行役員

平成22年６月　当社 顧問

平成22年６月　当社 取締役会長（現任）

（注）３ 2,000

取締役

代表執行役

社長　

最高経営責

任者

（CEO）

齋藤　正勝 昭和41年５月13日生

平成元年４月　野村システムサービス㈱ 入社

平成５年８月　第一證券㈱ 入社

平成10年10月　伊藤忠商事㈱ 入社

オンライン証券設立プロジェクト

に参画

平成11年６月　日本オンライン証券㈱ 設立に伴い

同社入社 情報システム部長

平成11年９月　同社 取締役

平成13年４月　当社 執行役員情報システム部長

平成14年５月　当社 最高業務執行責任者

平成15年６月　当社 代表取締役COO

平成16年６月　当社 代表執行役社長

平成17年６月　当社 取締役（兼）代表執行役社長

（現任）

（注）３ 600,500

取締役

代表執行役

副社長　管

理本部長　

最高コンプ

ライアンス

責任者

（CCO） 

藤田　通敏 昭和31年 7月15日生

昭和55年４月　㈱三菱銀行入行

平成11年10月　㈱日本信託銀行 営業統括部長

平成14年４月　㈱東京三菱銀行 資産運用業務部信

託業務室主任調査役

平成14年11月　同行 六本木支社長

平成16年４月　同行 赤坂支社長

平成18年１月　㈱三菱東京UFJ銀行 青山通支社長

平成18年５月　同行 虎ノ門支社長

平成20年５月　同行 監査部与信監査室長

平成21年９月　当社 顧問

平成21年10月　当社 代表執行役副社長

平成22年６月　当社 取締役（兼）代表執行役副社

長（現任）

（注）３ 4,000

取締役  長谷川　理雄 昭和30年４月20日生

昭和54年４月　㈱東京銀行入行

平成16年４月　㈱東京三菱銀行 資産運用業務部長

兼㈱三菱東京フィナンシャル・グ

ループ受託財産連結事業本部受託

業務企画部長

平成17年７月　オランダ東京三菱銀行 頭取

平成18年１月　オランダ三菱東京UFJ銀行 頭取

平成20年４月　㈱三菱東京UFJ銀行 執行役員 オラ

ンダ三菱東京UFJ銀行頭取

平成20年５月　同行 執行役員総合リスク管理部長

兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グ

ループ執行役員リスク統括部長

平成22年５月　同社 常務執行役員

平成22年６月　同社 常務取締役（現任）

平成22年６月  当社 取締役（現任）

（注）３ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役  中村　正博 昭和34年８月29日生

昭和58年４月　㈱三菱銀行入行

平成19年５月　㈱三菱東京UFJ銀行リテール企画部

部長（特命担当）兼リテール関連

事業室長

平成21年６月　㈱三菱UFJフィナンシャル・グルー

プ執行役員経営企画部長兼リスク

統括部部長（特命担当）兼㈱三菱

東京UFJ銀行執行役員企画部部長

（特命担当）

平成23年５月　㈱三菱UFJフィナンシャル・グルー

プ執行役員リテール企画部長兼㈱

三菱東京UFJ銀行執行役員リテール

企画部長（現任） 

平成23年６月  当社 取締役（現任）

（注）３ －

取締役  竹内　朗 昭和42年５月25日生

平成８年３月　最高裁判所司法研修所卒業

平成８年４月　弁護士登録

平成18年８月　国広総合法律事務所パートナー就任

平成22年４月　プロアクト法律事務所代表就任（現

任）

平成22年６月　当社 取締役（現任）

（注）３ －

取締役  長友　英資 昭和23年７月７日生

昭和46年４月　東京証券取引所入所

平成５年６月　同所 上場部上場管理室長

平成８年６月　同所 国際部長

平成10年６月　同所 債券部長

平成11年６月　同所 会員部長

平成12年６月　同所 総務部長

平成13年11月　㈱東京証券取引所 執行役員

平成15年６月　同社 常務取締役

平成17年12月　同社 常務取締役（最高自主規制責

任者）

平成19年６月　同社 顧問

平成19年10月　㈱ENアソシエイツ 代表取締役（現

任）

平成22年６月　当社 取締役（現任）

（注）３ －

    計  606,500

　（注）１．取締役 廣中享二、長谷川理雄、中村正博、竹内朗、長友英資は会社法第２条第15号に定める社外取締役であり

ます。

２．当社の委員会体制については次のとおりであります。

指名委員会　委員長 廣中享二、委員 長谷川理雄、委員 中村正博

監査委員会　委員長 竹内朗、委員 廣中享二、委員 中村正博、委員 長友英資

報酬委員会　委員長 廣中享二、委員 長谷川理雄、委員 中村正博

３．取締役の任期は、平成23年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年３月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。
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(2）執行役の状況

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数
（株）

代表執行役

社長

最高経営責

任者（CEO）
齋藤　正勝 (1)取締役の状況参照 同左 （注）

(1)取締

役の状況

参照

代表執行役

副社長

管理本部長

最高コンプ

ライアンス

責任者

（CCO）

藤田　通敏 (1)取締役の状況参照 同左 （注）

(1)取締

役の状況

参照

専務執行役

管理本部副

本部長兼コ

ンプライア

ンス・リス

ク管理部長

品質マネジ

メントシス

テム管理責

任者（QMR)

眞部　則広 昭和34年10月11日生 

昭和58年４月　国際証券㈱ 入社

平成10年６月　同社 投資情報部長

平成14年４月　同社 オンライントレード室長

平成14年８月　東京三菱ティーディーウォーターハ

ウス証券㈱ 代表取締役社長

平成14年11月　Ｍｅネット証券㈱ 代表取締役社長

平成18年１月　当社 常務執行役

平成20年６月　当社 専務執行役（現任）

（注） 5,100

専務執行役

管理本部副

本部長兼経

営管理部長

最高財務責

任者（CFO）

雨宮　猛 昭和37年７月14日生

昭和61年４月　伊藤忠商事㈱ 入社

平成11年８月　日本オンライン証券㈱ 経営企画課

長

平成12年10月　同社 業務部長

平成13年４月　当社 経営管理部長

平成14年５月　当社 執行役員

平成16年６月　当社 常務執行役

平成20年６月　当社 専務執行役（現任）

（注） 130,700

執行役 営業本部長 臼田　琢美 昭和41年11月21日生

平成元年４月　立花証券㈱ 入社

平成10年１月　㈱フィスコ 入社

平成10年５月　日興国際投資顧問㈱ 入社

平成11年１月　伊藤忠テクノサイエンス㈱ 入社

平成11年６月　日本オンライン証券㈱ 入社

平成12年10月　同社 ビジネス開発部長

平成13年４月　当社 執行役員

平成16年６月　当社 常務執行役

平成21年４月　当社 執行役（現任）

（注） 29,300

執行役

事務・シス

テム本部長

兼システム

部長

阿部　吉伸　 昭和44年８月８日生

平成２年４月　㈱シー・シー・エス入社

平成６年４月　㈱コーワ・コンピュータ入社

平成７年11月　㈱システム・コンサルタンツ入社

平成10年12月　伊藤忠テクノサイエンス㈱入社

平成11年６月　日本オンライン証券㈱入社

平成14年５月　当社 システム統括部長

平成20年１月　当社 執行役（現任）

（注） 93,100

執行役

ＰＴＳ推進

室長　兼

事務・シス

テム本部副

本部長兼事

務部長　　

石川　陽一　 昭和45年９月５日生

平成６年４月　日立西部ソフトウェア㈱ 入社

平成10年12月　伊藤忠テクノサイエンス㈱ 入社

平成11年６月　日本オンライン証券㈱ 入社

平成14年５月　当社 営業統括部部長兼システム統

括部部長

平成16年６月　当社 執行役（現任）　

（注） 118,300

    計  981,000

（注）執行役の任期は、平成23年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から平成24年３月

期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1)　企業統治の体制

① 企業統治の体制の概要

　当社は、委員会設置会社制度を採用しており、企業統治に関する会社の機関の内容は以下のとおりです。

ａ．経営監督機能

(ａ)　取締役会

　取締役会は３ヶ月に１回以上開催すると規定され、会社法第416条に規定する事項を中心とした重要事項につ

いて決定を行います。取締役会は７名の取締役によって構成されており、うち５名は社外取締役であります。

(ｂ)　指名委員会

　株主総会に提出する取締役の選任及び解任並びに取締役会に提出する執行役の選任及び解任に関する議案の

内容を決定する機関であり、社外取締役３名により構成されております。

(ｃ)　監査委員会

　取締役及び執行役の業務執行に関する妥当性、適法性、適正性についての監査、並びに株主総会に提出する会計

監査人の選任及び解任に関する議案の内容を決定する機関であり、社外取締役４名により構成され、原則毎月１

回開催されます。

　なお、本委員会にはこれら監査委員会委員の他、内部監査室長、執行役、顧問弁護士、会計監査人がオブザーバー

として出席し会議の活性化を図るとともに監査の質の向上に努めております。

(ｄ)　報酬委員会

　取締役及び執行役の個人別の報酬に関する議案の内容を決定する機関であり、社外取締役３名により構成され

ております。

(ｅ)　新商品・新業務リスク監査委員会　

　新商品の提供及び新業務の開始等におけるコンプライアンスの検討状況を監査しております。

(ｆ)　内部監査室

　代表執行役、執行役、経営会議を含む業務執行部門から完全に独立した機関であり、室長及び室員３名の体制と

なっております。内部監査室は、内部監査体制や監査範囲などに関し、監査委員会と緊密に連携して活動してお

ります。

ｂ．業務執行機能

(ａ)　代表執行役、執行役

　当社は、執行役の中から代表執行役２名（執行役社長及び執行役副社長）を選任しております。代表執行役社

長は業務執行部門の最高責任者として、代表執行役副社長は管理本部長及び内部管理統括責任者を兼務する内

部管理の総責任者として、それぞれ会社を代表し、取締役会の決議に基づき委任を受けた業務の執行を行うとと

もに、取締役に対し業務執行状況及び月次決算の状況等について毎月１回報告及び説明する義務を負っており

ます。執行役は代表執行役を補佐し、業務執行の推進責任及び監督責任を負っています。

(ｂ)　経営会議

　代表執行役及び常務執行役以上の役付執行役により構成され、取締役会の決議により委任を受けた業務執行の

重要事項を多数決により決議いたします。

(ｃ)　品質管理委員会

　品質管理委員会は、ISO9001等の規格に従い、当社の提供するサービスの品質管理に関するＰＤＣＡ活動の一環

として、各種報告事項のレビューとコンプライアンス・プログラムに基づく品質監査を実施しております。
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②　企業統治の体制を採用する理由

　当社は、企業統治（コーポレート・ガバナンス）を、様々な利害関係者との関係における企業経営の基本的な

枠組みであると理解しております。当社の利害関係者には、株主様、お客様、従業員、取引先、地域社会などがあり

ますが、中でも、株主様の利益の極大化を図ることが当社の最も重要な責務であると考えております。当社の

コーポレート・ガバナンスとは、こうした株主様を中心とする利害関係者の利益の極大化を図るために会社と

しての意思決定及び業務執行に関して、妥当性（効率性）、適法性、会計等のディスクロージャー内容の適正性

について「計画－実施－評価－是正(Plan-Do-Check-Act)」のサイクルを行う仕組みを確立するための組織体

制であると考えております。

　このような認識のもと、当社は、平成16年６月に「委員会設置会社」に移行し、取締役による経営監督機能と執

行役による業務執行機能を分離することにより、取締役と執行役の役割分担の明確化及び意思決定の迅速化を

図り、経営の透明性・効率化を高める体制といたしました。

　また、当社の業務執行部門では、「品質マネジメントシステム（ISO9001）」、「情報セキュリティマネジメン

トシステム（ISO27001）」、「苦情対応マネジメントシステム（ISO10002）」、「倫理法令遵守マネジメントシ

ステム規格（ECS2000）」の経営フレームワークに関する国際規格に準拠した厳格な「計画－実施－評価－是

正(Plan-Do-Check-Act)」サイクルを基礎として内部統制、内部管理及びリスク管理体制を構築しております。

　このように、委員会設置会社及びISO等の国際規格に準拠したマネジメントシステムのフレームワークを有機

的に組み合わせた仕組みを採用していることが、当社のコーポレート・ガバナンスの大きな特徴となっており

ます。
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③　内部統制システムの整備の状況　

　当社ではコーポレート・ガバナンスを、妥当性（効率性）、適法性、会計等のディスクロージャー内容の適正性

についてＰＤＣＡサイクルを確立するための組織体制と位置づけており、内部統制システムとはコーポレート

・ガバナンスの中核をなすものであると考えております。内部統制を有効に機能させるために経営監督機能と

して取締役会、指名委員会、報酬委員会、監査委員会、新商品・新業務リスク監査委員会、内部監査室を、業務執行

機能として経営会議、品質管理委員会をそれぞれ設置しております。

　また、内部統制システムの内、執行役又は従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制としては、以下のとおり整備しております。

ａ．コンプライアンス体制

　「MUFG倫理綱領」「倫理規程」「コンプライアンス・マニュアル」等のコンプライアンス規程において、反

社会的勢力との対決を含め、法令、自主規制機関の定款・諸規則、取引所規則、当社の定款・諸規程についても

遵守するよう指導しております。また、「コンプライアンス・プログラム」に基づき、各期の方針・重点課題・

施策を制定し、その実践により法令遵守を確保する体制としております。かかるコンプライアンス活動は、最高

コンプライアンス責任者（CCO）である代表執行役副社長が統括・指揮し、コンプライアンス・リスク管理部

が管理業務を担当しています。

ｂ．報告体制と情報透明性の確保

　コーポレート・ガバナンス及び内部統制システムを効果的かつ効率的に運用するためには、情報の透明性の

確保が重要と考えております。当社では、代表執行役により業務執行状況や決算状況を週次・月次で取締役向

けに報告している他、当社ホームページにおいて委託手数料収入やシステム稼働状況なども開示するなど情報

の透明性を高める施策を実施しております。また、当社で発生するシステム障害やサービス面での不適合事象、

顧客からのクレーム事項等については発生後速やかに社内で周知する管理システムを構築しておりますが、こ

れら情報については常勤取締役や内部監査室長も共有できる体制としております。

ｃ．情報管理体制

　執行役又は従業員は、職務執行に係る情報を文書又は電子的媒体により保存を行う体制とし、文書の保存期間

その他の管理体制については、当社社規則に規定しております。

　また、監査委員会又は監査委員会が指名する監査委員が求めたときは、執行役又は従業員はいつでも文書を閲

覧に供する体制としております。

　情報の管理については、「セキュリティポリシー」及び「個人情報保護方針（プライバシーポリシー）」を

定め、「情報セキュリティ方針」、「情報管理ガイドライン」、「個人情報保護規程」等の規程を整備し、その

徹底を図る体制としております。

ｄ．財務報告の内部統制に関する体制

　金融商品取引法の定めに従い、財務報告に係る内部統制に関する手順・文書を定め、全社レベル並びに業務プ

ロセスレベルの統制活動を通じて、財務報告の信頼性と適正性を確保する体制としております。

e．反社会的勢力排除に向けた体制

　当社は、「MUFG 倫理綱領」「倫理規程」「コンプライアンス・マニュアル」等において、反社会的勢力に対

して毅然かつ断固とした態度をもって対決することを定めており、親会社や業界団体、警察等と緊密に連携し

てその排除に取り組むために、コンプライアンス・リスク管理部を専門担当部署として設置しております。

　また、お客さまからお預りする口座についても、約款において厳格な排除条項を採用しているほか、高度な口

座監視を行う「アカウント・マネジメント」を強化しております。

　

④ リスク管理体制の整備の状況

　「リスク管理規程」により、リスクの算定方法、リスク算定基準、リスク算定等に係る内部管理体制の整備方

法、リスク算定等に係る基礎データの管理方法等を定めております。また、期初に「リスク管理基本方針」を定

め、年度毎に「全般リスク」「事業リスク」「市場リスク」「流動性リスク」「信用リスク」「オペレーショ

ナルリスク」の各リスク項目についての管理方針を決定し、半期毎にリスクの評価と実施施策についての報告

及び検証を品質管理委員会において行っております。

　

⑤ 責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契

約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限

度額としております。
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(2)　内部監査の状況

　当社の内部監査は、当社の経営の健全性・公正性の確保に寄与し、もってお客様及び市場からの信認を高め、企

業価値の極大化に資することを目的に行っております。

　当社の内部監査の体系は、品質管理委員会による「品質監査」と、内部監査室及び監査委員会による「内部監

査」とを行っていることに特徴があり、「内部監査」は、取締役会の定める「内部監査基本規程」及び監査委員

会の定める「内部監査実施要綱」により基本事項が定められております。

　「品質監査」は、ISO9001等の規格において、業務執行の適法性、適正性の検証を当事者である業務執行部門自

らが行うプロセスであり、「内部監査」と区分しております。「品質監査」は、「コンプライアンス・プログラ

ム」に定めた計画に基づき、最高コンプライアンス責任者の指揮及びコンプライアンス・リスク管理部の管理

の下、品質監査員により実施され、その結果は品質管理委員会で検証された上で、監査委員会に報告されます。品

質監査員は原則として「外部で実施された内部監査員養成講座の修了者（ISO内部監査員資格取得者）」及び

「日本証券業協会『会員内部管理責任者資格』取得者」を満たすことが条件となっております。

　「内部監査」は、監査委員会及び内部監査室の行う内部監査で、当社経営全般にあたっての妥当性検証、会計監

査相当性検証を担います。取締役会が定める「監査基本方針」及び監査委員会が定める「内部監査計画」に従

い、直接業務執行部門への監査を実施します。また、監査委員会は、会計監査人と相互に提携し会計監査相当性を

検証するとともに、会計監査人の選任及び解任に関する議案の内容を決定します。

　なお、当社では監査活動をコーポレート・ガバナンス体制の基礎となるＰＤＣＡサイクルの「Ｃ」=Check（評

価）機能として重視しており、上記品質監査、内部監査や会計監査人による会計監査の他、金融商品取引法に基

づき登録された金融商品取引業者として行政当局、取引所、日本証券業協会により行われる検査、考査、監査、さ

らには当社が任意に依頼して行う第三者機関によるシステムレビューなど各種評価なども合わせて、当社業務

遂行の改善プロセスに組み込んでいます。

　

(3)　社外取締役

　本報告書提出日現在において、取締役７名のうち、社外取締役は５名であります。当社は委員会設置会社制度を

採用しており、業務執行部門から分離した経営監督機関である取締役会、監査委員会、指名委員会、報酬委員会の

機能が有効に発揮されること、そのためには社外取締役の役割が重要であると考えております。また、５名の社

外取締役のうち２名は独立性及び専門性の高い社外取締役（監査委員会委員）とし、中立的かつ客観的な視点

で経営監督及び監査を行える体制を確保しております。監査委員会委員４名は全て社外取締役であり、前述のと

おり、会計監査人と密接に提携するとともに、業務執行部門の監査活動並びに内部監査室とも連携しておりま

す。

　社外取締役それぞれの役割、当社との利害関係、企業統治において果たすべき機能等は、以下のとおりです。
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氏　　名 役　　割　 当社との利害関係 果たすべき機能

廣中　享二　

取締役会長

指名委員長

報酬委員長

監査委員会委員　

平成22年５月まで、株式会社三

菱東京ＵＦＪ銀行の執行役員で

ありました。

銀行において金融市場関連業務

に長年に亘って従事、また執行

役員として経営に参画した経験

があるなど、金融分野に関する

相当な知見と金融機関経営の経

験などを活かし、取締役会長と

して当社の経営全般に関する適

切な監督を遂行すること。

長谷川　理雄
指名委員会委員

報酬委員会委員　

株式会社三菱ＵＦＪフィナン

シャル・グループの常務取締役

及び三菱ＵＦＪ証券ホールディ

ングス株式会社の取締役であり

ます。

銀行において資産運用業務など

を経験し、また執行役員として

海外現地法人頭取、総合リスク

管理部長を歴任するなど、金融

分野での幅広い知見や金融機関

経営の経験などを取締役会によ

る経営監督に活用し、社外取締

役としての職務を適切に遂行す

ること。

中村　正博

指名委員会委員

報酬委員会委員

監査委員会委員

株式会社三菱ＵＦＪフィナン

シャル・グループ執行役員リ

テール企画部長及び株式会社三

菱東京ＵＦＪ銀行執行役員リ

テール企画部長であります。

銀行及び銀行持株会社での幅広

い経営企画業務やリスク管理業

務の経験を経営監督及び監査に

活用すること。

竹内　朗 監査委員長
当社との利害関係はありませ

ん。

弁護士としての見識や経験、企

業法務やコンプライアンス、リ

スクマネジメントに関する相当

な知見に基づく専門的な視点を

取締役会による経営監督に活用

でき、また独立性が高いことか

ら中立的かつ客観的な立場で社

外取締役としての職務を適切に

遂行すること。

長友　英資 監査委員会委員
当社との利害関係はありませ

ん。

取引所での証券市場管理業務等

における豊富な経験と知識に基

づく専門的な視点を取締役会に

よる経営監督に活用でき、また

独立性が高いことから中立的か

つ客観的な立場で社外取締役と

しての職務を適切に遂行するこ

と。

※株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループは、本報告書提出日現在、当社の親会社であり、間接保有によ

り当社の株式を53.34％保有しております。当社と同社との間には取引関係はありません。

※株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、本報告書提出日現在、当社の親会社であり、当社の株式を42.19％保有してお

ります。当社は同行と通常の銀行取引の他、金融商品仲介業及び銀行代理業における業務提携を行っておりま

す。

※三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社は、本報告書提出日現在、当社の株式を11.14％保有する主要株主

であります。　
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(4)　役員報酬等

① 役員の報酬額の算定方法の決定に関する方針

　取締役及び執行役の個人別の報酬に関しては、社外取締役３名により構成される「報酬委員会」において以下

のとおり決定しております。

＜取締役＞

　個人別報酬額は、その主な職務が監督機能であることに鑑み、固定報酬のみとし、常勤又は非常勤の別、委員会

委員の兼職又は非兼職の別により定める金額を上限とし、報酬委員会において決定しております。

＜執行役＞

　個人別報酬額は、生活保障と業績向上へのインセンティブ供与の観点から固定報酬と変動報酬により構成さ

れ、定められた金額を上限として役付別の固定報酬額及び変動報酬の具体的な算定式及び個人別の変動報酬額

を報酬委員会で決定しております。

　当社は、「株主様の利益の極大化を図ることが当社の最も重要な責務である」と考えております。執行役は当

該責務の遂行の責任を負っており、その報酬の一部をSVA(Shareholder Value Added＝株主資本正味付加価値

額)を基準とした変動報酬制としております。

　

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

　当事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）　

役員区分 報酬等の総額　
報酬の種類別の総額　 対象となる

役員の員数　　固定報酬 変動報酬　 その他の報酬等　

社内取締役 － － － － （２名）　

社外取締役 45百万円 45百万円 － － 　８名

執　行　役 148百万円 146百万円 1百万円 － 　８名

(注) 社内取締役２名は執行役を兼務しており、取締役としての報酬を支払っておりません。また、使用人を兼務

する執行役７名に対しては、使用人としての給与を支払っておりません。

　

(5)　株式の保有状況（平成23年３月31日現在）

①　投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額　

　　10銘柄　　721百万円

　

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

　前事業年度

　　特定投資株式　

銘柄　 株式数（株）
貸借対照表計上額

（百万円）　
保有目的　

（株）大阪証券取引所　 700 342

金融商品取引業者として、

金融商品取引所との関係を

強化するため

（株）インタートレード 6,437 164

私設取引システムを含む証

券システムの運営に関して

関係強化を図るため

ＦＸプライム（株） 819,500　 299　

当社の提供する為替保証金

取引サービスに関し関係強

化を図るため
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　当事業年度

　　特定投資株式　

銘柄　 株式数（株）
貸借対照表計上額

（百万円）　
保有目的　

（株）インタートレード 6,437 135

私設取引システムを含む証

券システムの運営に関して

関係強化を図るため

ＦＸプライム（株） 819,500　 222　

当社の提供する為替保証金

取引サービスに関し関係強

化を図るため

　

　　みなし保有株式

　　　該当事項はありません。　

　

③　保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並

びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

　

　　　該当事項はありません。 

　

(6)　会計監査の状況

当事業年度における当社の会計監査人の概要は以下のとおりです。

　　監査法人名　　有限責任監査法人トーマツ

　　業務を執行した公認会計士の氏名

　　　　業務執行社員　公認会計士　御子柴　　顯

　　　　業務執行社員　公認会計士　美久羅　和美

　　監査業務に係る補助者の構成

　　　　公認会計士　４名

　　　　会計士補等　３名

　　　　その他　　　３名　

　

(7)　取締役の定数

　当社の取締役は９名以内とする旨定款に定めております。

　

(8)　取締役の選任及び解任の決議要件

　当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の解任の決議について、議決権を行

使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定め

ております。　

　

(9)　取締役及び執行役の責任免除の決定機関

　当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取締

役及び執行役（取締役及び執行役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる旨

定款に定めております。これは、取締役及び執行役が各職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期

待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。　
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(10)　剰余金の配当等の決定機関

　当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に掲げる事項について、法令に別段の定めがある場合を除

き、株主総会の決議によっては定めず、取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の

配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものでありま

す。　

　

(11)　自己株式の取得の決定機関

　当社は、会社法第165条第２項の規定に従い、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得する

ことができる旨定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものでありま

す。　

　

(12)　株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めており

ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを

目的とするものであります。

 

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度 当事業年度
監査証明業務に基づく報酬

（百万円）
非監査業務に基づく報酬

（百万円）
監査証明業務に基づく報酬

（百万円）
非監査業務に基づく報酬

（百万円）

43 － 43 －

 

②【その他重要な報酬の内容】

　該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

　該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

　該当事項はありません。
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７【業務の状況】

(1）顧客開設口座数

　当事業年度末における顧客開設口座数は、次のとおりであります。

 
 前事業年度末

 （平成22年３月31日）
 当事業年度末

 （平成23年３月31日）

証券取引口座数（口座） 700,162 731,891

（うち信用取引口座数）（口座） 72,007 76,832

(2）有価証券の売買の状況

　当事業年度における、有価証券の売買の状況は、次のとおりであります。

①　株券

 
　前事業年度

（自　平成21年４月１日 
　　至　平成22年３月31日） 

　当事業年度
（自　平成22年４月１日 
　　至　平成23年３月31日） 

受　　託

現物取引（百万円） 3,098,601 2,493,198

信用取引（百万円） 5,987,900 6,108,710

合計（百万円） 9,086,502 8,601,908

自　　己

現物取引（百万円） － －

信用取引（百万円） － －

合計（百万円） － －

合　　計

現物取引（百万円） 3,098,601 2,493,198

信用取引（百万円） 5,987,900 6,108,710

合計（百万円） 9,086,502 8,601,908

　（注）　投資証券、優先出資証券を含んでおります。

②　受益証券

 
　前事業年度 

（自　平成21年４月１日 
　 至　平成22年３月31日）

　当事業年度 
（自　平成22年４月１日 
　 至　平成23年３月31日）

受　　託（百万円） 177,036 148,094

自　　己（百万円） 13,704 13,290

合　　計（百万円） 190,740 161,385
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(3）有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び私募の取扱

い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況

当事業年度における、有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売

出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況は、次のとおりであります。

①　株券

 
　前事業年度

（自　平成21年４月１日
　　 至　平成22年３月31日） 

　当事業年度
（自　平成22年４月１日
　　 至　平成23年３月31日） 

引　　　 受　 　　高（百万円） － －

売　　 　出　 　　高（百万円） － －

特定投資家向け売付け勧誘等の総額

（百万円）
－ －

募 集　の　取　扱 高（百万円） 170 92

売 出 し の 取 扱 高（百万円） － －

私 募  の  取  扱 高（百万円） － －

特定投資家向け売付け勧誘等の取扱

高（百万円）
－ －

②　受益証券

 
 前事業年度

 （自　平成21年４月１日
　　　 至　平成22年３月31日）  

 当事業年度
 （自　平成22年４月１日

　　　 至　平成23年３月31日）  

引　　　 受　　　 高（百万円） － －

売　　　 出　　　 高（百万円） － －

特定投資家向け売付け勧誘等の総額

（百万円）
－ －

募 集　の　取　扱 高（百万円） 48,254 49,022

売 出 し の 取 扱 高（百万円） － －

私 募  の  取  扱 高（百万円） － －

特定投資家向け売付け勧誘等の取扱

高（百万円）
－ －
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(4）有価証券の保護預り業務の状況

　最近２事業年度末における、有価証券の保護預り数量等は、次のとおりであります。

  
前事業年度末

（平成22年３月31日）
当事業年度末

（平成23年３月31日）

内国有価証券

株券（千株） 1,602,056 1,560,446

債券（百万円） － －

受益証券（百万口） 130,875 97,239

その他（カバードワラント）

（百万ワラント）
－ －

外国有価証券

株券（千株） 2,038 3,725

債券（百万円） － －

受益証券（百万口） 1 1,719

その他（カバードワラント）

（百万ワラント）
55 126

　（注）　投資証券及び優先出資証券は、１口を１株として株券に含めております。

 

(5）投資信託の収益金、償還金、又は解約金の支払にかかる業務の状況

　当事業年度における、投資信託の収益金等の支払の取扱状況は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成21年４月１日 
　　至　平成22年３月31日） 

当事業年度
（自　平成22年４月１日 
　　至　平成23年３月31日） 

投資信託の収益金、償還金又は解約金の

支払（百万円）
29,455 36,808

(6）信用取引に係る融資及び貸証券

　当事業年度末における信用取引に係る業務の状況は、次のとおりであります。

  
前事業年度末

（平成22年３月31日現在）
当事業年度末

（平成23年３月31日現在）

顧客の委託に基づいて行った融

資額
（百万円） 79,553 80,947

上記により顧客が買付けた証券

の数量
（千株） 164,906 162,713

顧客の委託に基づいて行った貸

証券の数量
（千株） 48,897 43,492

上記により顧客が売付けた代金 （百万円） 26,338 31,192

　（注）　上場投資信託受益証券は、１口を１株として含めております。
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(7）自己資本規制比率

　最近２事業年度末における自己資本規制比率は、次のとおりであります。

   
前事業年度末

(平成22年３月31日現在)
（百万円）

当事業年度末
(平成23年３月31日現在)

（百万円）

基本的項目 資本合計 (A) 35,267 32,461

補完的項目

金融商品取引責任準備金  1,187 809

評価差額金  396 154

計 (B) 1,584 963

控除資産 (C) 6,100 7,130

控除後自己資本　　　(A)+(B)-(C)(D) 30,751 26,294

リスク相当額

市場リスク相当額  124 65

取引先リスク相当額  2,515 2,653

基礎的リスク相当額  2,176 2,034

計 (E） 4,816 4,753

自己資本規制比率 (D)÷(E）×100 　　 638.4％ 　　 553.1％

　（注）　上記は「金融商品取引業等に関する内閣府令」の定めにより、決算数値をもとに算出したものであります。
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第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について

　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣

府令第52号）及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（昭和49年日本証券業協会自主規制規則）に準拠し

て作成しております。

　なお、前事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年

度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日

まで）及び当事業年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トー

マツにより監査を受けております。

　

３．連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

　

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

　当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適

切に把握し、適正な財務会計情報を開示することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加

入し、同機構が行う研修会等に参加しております。

　また、金融商品取引法の定めに従い、財務報告に係る内部統制に関する手順・文書を定め、全社レベル並びに業務プ

ロセスレベルの統制活動の強化を通じて、財務報告の信頼性と適正性を確保する体制としております。　　
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１【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金・預金 ※3
 53,182

※3
 40,385

預託金 217,507 222,299

信用取引資産 90,336 95,742

信用取引貸付金 79,553 80,947

信用取引借証券担保金 10,782 14,794

立替金 34 291

顧客への立替金 16 264

その他の立替金 18 27

募集等払込金 343 413

短期差入保証金 19,417 26,426

先物取引差金勘定 671 －

支払差金勘定 － 1,184

前払金 46 36

前払費用 200 219

未収入金 0 3

未収収益 1,232 1,044

繰延税金資産 － 3

その他の流動資産 15 1

流動資産計 382,990 388,051

固定資産

有形固定資産 794 862

建物 ※1
 310

※1
 259

器具備品 ※1
 29

※1
 164

リース資産（純額） ※1
 454

※1
 439

無形固定資産 1,748 1,908

ソフトウエア ※2
 1,554

※2
 1,768

電話加入権 10 10

リース資産 183 128

投資その他の資産 3,758 4,183

投資有価証券 2,100 1,484

出資金 2 2

従業員に対する長期貸付金 1 3

長期差入保証金 421 409

長期前払費用 215 225

繰延税金資産 1,002 1,851

長期立替金 735 4,068

その他 0 0

貸倒引当金 △719 △3,861

固定資産計 6,301 6,954

資産合計 389,292 395,005
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

信用取引負債 73,056 61,393

信用取引借入金 46,718 30,201

信用取引貸証券受入金 26,338 31,192

有価証券担保借入金 10,623 10,232

預り金 123,101 117,107

顧客からの預り金 122,314 116,041

その他の預り金 787 1,066

受入保証金 115,260 127,615

有価証券等受入未了勘定 － 2

受取差金勘定 － 69

短期借入金 8,000 13,000

関係会社短期借入金 － 10,000

リース債務 206 257

未払金 108 154

未払費用 486 603

未払法人税等 1,007 771

繰延税金負債 102 －

前受収益 15 2

流動負債計 331,969 341,210

固定負債

長期借入金 17,500 17,500

関係会社長期借入金 2,500 2,500

リース債務 470 370

固定負債計 20,470 20,370

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 ※5
 1,187

※5
 809

特別法上の準備金計 1,187 809

負債合計 353,627 362,389

純資産の部

株主資本

資本金 7,196 7,196

資本剰余金

資本準備金 11,913 11,913

資本剰余金合計 11,913 11,913

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 24,872 18,024

利益剰余金合計 24,872 18,024

自己株式 △8,715 △4,673

株主資本合計 35,267 32,461

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 396 154

評価・換算差額等合計 396 154

純資産合計 35,664 32,615

負債・純資産合計 389,292 395,005
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②【損益計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

営業収益

受入手数料 10,058 8,713

委託手数料 8,231 6,735

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

119 168

その他の受入手数料 1,707 1,809

トレーディング損益 － ※1
 9

金融収益 ※2
 5,026

※2
 5,329

営業収益計 15,084 14,052

金融費用 ※3
 1,528

※3
 1,446

純営業収益 13,556 12,605

販売費・一般管理費 8,623 8,195

取引関係費 ※4
 3,610

※4
 3,477

人件費 ※5
 957

※5
 927

不動産関係費 ※6
 2,023

※6
 1,789

事務費 ※7
 734

※7
 649

減価償却費 915 1,050

租税公課 129 134

貸倒引当金繰入れ 50 13

その他 ※8
 202

※8
 152

営業利益 4,933 4,410

営業外収益 ※9
 259

※9
 185

営業外費用 ※10
 287

※10
 191

経常利益 4,905 4,404

特別利益 439 706

貸倒引当金戻入額 57 44

金融商品取引責任準備金戻入 247 378

投資有価証券売却益 134 284

特別損失 116 3,519

投資有価証券評価損 28 292

貸倒引当金繰入額 － ※12
 3,172

リース解約損 － 41

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13

固定資産除却損 ※11
 88 －

税引前当期純利益 5,227 1,592

法人税、住民税及び事業税 2,069 1,783

法人税等調整額 66 △788

法人税等合計 2,135 994

当期純利益 3,092 597
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 7,196 7,196

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,196 7,196

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 11,913 11,913

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,913 11,913

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 22,956 24,872

当期変動額

剰余金の配当 △1,170 △1,800

当期純利益 3,092 597

自己株式の処分 △5 △46

自己株式の消却 － △5,598

当期変動額合計 1,916 △6,848

当期末残高 24,872 18,024

自己株式

前期末残高 △8,722 △8,715

当期変動額

自己株式の取得 － △1,611

自己株式の処分 7 54

自己株式の消却 － 5,598

当期変動額合計 7 4,042

当期末残高 △8,715 △4,673

株主資本合計

前期末残高 33,343 35,267

当期変動額

剰余金の配当 △1,170 △1,800

当期純利益 3,092 597

自己株式の取得 － △1,611

自己株式の処分 1 8

当期変動額合計 1,923 △2,805

当期末残高 35,267 32,461
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 417 396

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△20 △242

当期変動額合計 △20 △242

当期末残高 396 154

純資産合計

前期末残高 33,761 35,664

当期変動額

剰余金の配当 △1,170 △1,800

当期純利益 3,092 597

自己株式の取得 － △1,611

自己株式の処分 1 8

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20 △242

当期変動額合計 1,903 △3,048

当期末残高 35,664 32,615
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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 5,227 1,592

減価償却費 915 1,050

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20 3,141

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △247 △378

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 22

受取利息及び受取配当金 △5,062 △5,349

支払利息 1,522 1,440

固定資産除却損 88 －

投資有価証券評価損益（△は益） 28 292

投資有価証券売却損益（△は益） △134 △284

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △17,385 △5,027

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 11,298 △17,068

募集等払込金の増減額（△は増加） △113 △70

前払金の増減額（△は増加） 61 10

前払費用の増減額（△は増加） △104 △18

未収入金の増減額（△は増加） 4 △2

未収収益の増減額（△は増加） 17 0

短期差入保証金の増減額（△は増加） 53 △7,009

有価証券担保借入金の増減額（△は減少） △7,069 △391

受入保証金の増減額（△は減少） 2,051 12,354

立替金の増減額（△は増加） 90 △257

預り金の増減額（△は減少） 3,376 △5,993

未払費用の増減額（△は減少） △69 119

未払金の増減額（△は減少） △22 △6

長期立替金の増減額（△は増加） － △3,333

その他 △129 △336

小計 △5,622 △25,503

利息及び配当金の受取額 5,002 5,498

利息の支払額 △1,577 △1,443

法人税等の支払額 △1,269 △1,996

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,466 △23,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △282 △176

無形固定資産の取得による支出 △587 △849

投資有価証券の取得による支出 △40 △40

投資有価証券の売却による収入 143 305

投資事業有限責任組合からの分配による収入 23 55

定期預金の払戻による収入 1,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 256 △705
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 7,000 15,000

配当金の支払額 △1,170 △1,800

自己株式の取得による支出 － △1,611

自己株式の処分による収入 1 8

リース債務の返済による支出 △143 △245

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,687 11,351

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,477 △12,797

現金及び現金同等物の期首残高 50,704 53,182

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 53,182

※1
 40,385
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【重要な会計方針】

 

 

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１．トレーディング商品（商

品有価証券等）の評価基

準及び評価方法

当社の行うトレーディング業務は、委託取

引の円滑な執行を目的としております。

トレーディング業務において取り扱う主

要な商品は、株式、投資信託受益証券、カ

バードワラント、株式に係る先物取引及び

オプション取引であります。

当社の行うトレーディング業務は、委託取

引の円滑な執行を目的としております。

トレーディング業務において取り扱う主

要な商品は、株式、投資信託受益証券、カ

バードワラント、株式に係る先物取引、オ

プション取引及び為替予約取引でありま

す。　

 トレーディング商品に属する有価証券

（売買目的有価証券）等

時価法を採用しております。

トレーディング商品に属する有価証券

（売買目的有価証券及びデリバティブ取

引）等

時価法を採用しております。　

２．トレーディング商品に属

さない有価証券（その他

有価証券）の評価基準及

び評価方法

トレーディング商品に属さない有価証券 トレーディング商品に属さない有価証券

（その他有価証券） 

（時価のあるもの）

  決算日の市場価格に基づく時価をもって

貸借対照表価額とし、取得原価との評価

差額を全部純資産直入する方法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定

しております。　

（その他有価証券） 

（時価のあるもの）

同左 

（時価のないもの）

移動平均法に基づく原価法を採用してお

　ります。

　なお、投資事業有限責任組合及びそれに

類する組合への出資（金融商品取引法第

２条第２項により有価証券とみなされる

もの）については、組合契約に規定され

る決算報告日に応じて入手可能な最近の

決算書を基礎とし、貸借対照表について

は持分相当額を純額で、損益計算書につ

いては各損益項目の持分相当額を計上す

る方法によっております。　

（時価のないもの）

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

建物及び器具備品については定率法

によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　　　　　10年～15年

器具備品　　　　　　　６年～８年

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

同左

 (2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、ソフトウエアについては、社内

における見込利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

同左
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前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

 (3）リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しておりま

す。

　なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年３月31日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

(3）リース資産

同左

 (4）投資その他の資産

長期前払費用については、定額法に

よっております。

(4）投資その他の資産

同左

４．引当金の計上基準 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。

貸倒引当金

同左

５．特別法上の準備金の計上

基準

金融商品取引責任準備金

証券事故による損失に備えるため、金融商

品取引法第46条の５の規定に基づき、「金

融商品取引業等に関する内閣府令」第175

条に定めるところにより算出した金額を

計上しております。

金融商品取引責任準備金

同左

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、手許現金及び

当座預金・普通預金等の随時引出可能な

預金からなっております。

同左

７．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜

方式によっており、控除対象外消費税及び

地方消費税は当事業年度の費用として処

理しております。ただし、資産に係る控除

対象外消費税等は「繰延消費税（投資そ

の他の資産のその他）」に計上し５年間

で均等償却しております。

同左
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【会計処理方法の変更】

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

――――――――― 資産除去債務に関する会計基準の適用

　　当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産

除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しており

ます。

　　これにより、当事業年度の営業利益、経常利益はそれぞ

れ８百万円、税引前当期純利益は22百万円減少しており

ます。

　　また当会計基準等の適用開始により、投資その他の資産

の「長期差入保証金」が13百万円減少しております。

　

 

【表示方法の変更】

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

――――――――― （貸借対照表）

　前事業年度まで「先物取引差金勘定」と表示しておりま

した差金勘定は、当事業年度より取引所為替証拠金取引を

開始したことに伴い、「支払差金勘定」に表示を変更しま

した。

　

　 （キャッシュ・フロー計算書）

　営業活動によるキャッシュ・フローの「長期立替金の増

減額（△は増加）」は、前事業年度は「その他」に含めて

表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲

記しております。

　なお、前事業年度の「その他」に含まれている「長期立

替金の増減額（△は増加）」の金額は18百万円でありま

す。
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【注記事項】

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成22年３月31日）

当事業年度
（平成23年３月31日）

※１　有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※１　有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物     154百万円

器具備品

リース資産 

  25百万円

 109百万円

建物     226百万円

器具備品

リース資産 

  59百万円

 303百万円

※２　ソフトウエアには、構築中の自社利用ソフトウエア原

価158百万円が含まれております。

※２　ソフトウエアには、構築中の自社利用ソフトウエア原

価191百万円が含まれております。

※３　関係会社に対する資産 ※３　関係会社に対する資産

流動資産  

　預金      49,738百万円

流動資産  

　預金      38,996百万円

４　差入れている有価証券及び差入れを受けている有価

証券の時価は次のとおりであります。

(1）差入れている有価証券

４　差入れている有価証券及び差入れを受けている有価

証券の時価は次のとおりであります。

(1）差入れている有価証券

①　信用取引貸証券   29,160百万円

②　信用取引借入金の本担保証

券
50,382百万円

③　消費貸借契約により貸し付

けた有価証券
   10,528百万円

④　差入保証金代用有価証券  77,570百万円

①　信用取引貸証券   31,513百万円

②　信用取引借入金の本担保証

券
31,063百万円

③　消費貸借契約により貸し付

けた有価証券
   10,124百万円

④　差入保証金代用有価証券  71,442百万円

(2）差入れを受けている有価証券 (2）差入れを受けている有価証券

①　信用取引貸付金の本担保証

券
77,885百万円

②　信用取引借証券 10,941百万円

③　消費貸借契約により借り入

れた有価証券
40,900百万円

④　受入保証金代用有価証券 152,150百万円

①　信用取引貸付金の本担保証

券
74,101百万円

②　信用取引借証券 14,447百万円

③　消費貸借契約により借り入

れた有価証券
37,001百万円

④　受入保証金代用有価証券 165,577百万円

※５　金融商品取引法の規定に基づく準備金を計上してお

ります。準備金の計上を規定した法令の条項は次の

とおりであります。

　　　 金融商品取引責任準備金

　　　　…金融商品取引法第46条の５

※５　　　　　　　　　　同左

　　　 

 

EDINET提出書類

カブドットコム証券株式会社(E03817)

有価証券報告書

52/85



（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

　――――――――― ※１　トレーディング損益の内訳　

実現損益 8百万円

評価損益 0

　計 9百万円

　

※２　金融収益の内訳 ※２　金融収益の内訳

信用取引収益   3,436百万円

有価証券貸借取引収益 757

受取利息 48

受取債券利子 784

計   5,026百万円

信用取引収益   3,817百万円

有価証券貸借取引収益 835

受取利息 47

受取債券利子 628

計   5,329百万円

※３　金融費用の内訳 ※３　金融費用の内訳

信用取引費用     568百万円

有価証券貸借取引費用 815

支払利息 138

その他 6

計    1,528百万円

信用取引費用     516百万円

有価証券貸借取引費用 803

支払利息 120

その他 5

計    1,446百万円

※４　取引関係費の内訳 ※４　取引関係費の内訳

支払手数料     760百万円

取引所・協会費 513

通信・運送費 1,933

旅費・交通費 8

広告宣伝費 379

交際費 14

計 3,610百万円

支払手数料     705百万円

取引所・協会費 538

通信・運送費 1,943

旅費・交通費 7

広告宣伝費 270

交際費 11

計 3,477百万円

※５　人件費の内訳 ※５　人件費の内訳

役員報酬    201百万円

従業員給料 579

その他の報酬給料 82

福利厚生費 95

計 957百万円

役員報酬    193百万円

従業員給料 574

その他の報酬給料 71

福利厚生費 88

計 927百万円

※６　不動産関係費の内訳 ※６　不動産関係費の内訳

不動産費 450百万円

器具・備品費 1,572

計 2,023百万円

不動産費 446百万円

器具・備品費 1,342

計 1,789百万円

※７　事務費の内訳 ※７　事務費の内訳

事務委託費  647百万円

事務用品費 86

計 734百万円

事務委託費  590百万円

事務用品費 58

計 649百万円
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前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

※８　その他の内訳 ※８　その他の内訳

水道光熱費 95百万円

図書費 1

会議費 1

従業員採用費 0

教育研修費 5

諸会費 4

消耗品費 0

雑費 92

計   202百万円

水道光熱費 99百万円

図書費 1

会議費 3

従業員採用費 0

教育研修費 7

諸会費 3

寄付金 10

雑費 25

計   152百万円

※９　営業外収益の内訳 ※９　営業外収益の内訳

配当金 35百万円

有価証券売却益 180

その他 42

　計 259百万円

配当金 19百万円

有価証券売却益 107

その他 58

　計 185百万円

※10　営業外費用の内訳 ※10　営業外費用の内訳

支払手数料 43百万円

投資事業組合運用損失 198

過怠金 25

その他 20

　計 287百万円

　

投資事業組合運用損失 147百万円

リース解約損 9

過誤訂正差損金 6

その他 27

　計 191百万円

　

※11　固定資産除却損の内訳 　　　　　　　　　―――――――――

　 

ソフトウエア 88百万円

　

 

　　　　　　　　　――――――――― ※12　貸倒引当金繰入額

 東日本大震災後の相場急変により発生した、顧客の

決済金不足に関する多額の立替金に対して繰入れた

ものであります。

 

EDINET提出書類

カブドットコム証券株式会社(E03817)

有価証券報告書

54/85



（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 975,687 － － 975,687

合計 975,687 － － 975,687

自己株式     

普通株式（注） 75,670 － 63 75,607

合計 75,670 － 63 75,607

（注）普通株式の自己株式の減少63株は、新株予約権の行使によるものです。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成21年５月21日

取締役会
普通株式 1,170 1,300平成21年３月31日平成21年６月15日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年５月20日

取締役会
普通株式 1,800利益剰余金 2,000平成22年３月31日平成22年６月14日
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当事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式（注）１、２ 975,687 194,161,71310,000,000185,137,400

合計 975,687 194,161,71310,000,000185,137,400

自己株式     

普通株式（注）３、４ 75,607 19,046,28710,097,2009,024,694

合計 75,607 19,046,28710,097,2009,024,694

（注）１.普通株式の発行済株式の増加194,161,713株は、平成22年４月１日付の株式分割によるものです。

      ２.普通株式の発行済株式の減少10,000,000株は、自己株式の消却によるものです。

　　　３.普通株式の自己株式の増加19,046,287株は、平成22年４月１日付の株式分割による増加15,045,793株、取締役

会決議に基づく取得増加4,000,000株、単元未満株式の買取による増加494株です。

　　　４.普通株式の自己株式の減少10,097,200株は、自己株式の消却による減少10,000,000株、新株予約権の行使によ

る減少97,200株です。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成22年５月20日

取締役会
普通株式 1,800 2,000平成22年３月31日平成22年６月14日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成23年５月19日

取締役会
普通株式 1,408利益剰余金 8 平成23年３月31日平成23年６月13日

 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成22年３月31日現在）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成23年３月31日現在）

 （百万円）

現金・預金勘定 53,182 

現金及び現金同等物 53,182 

 （百万円）

現金・預金勘定 40,385 

現金及び現金同等物 40,385 
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１．ファイナンス・リース取引

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引

　①　リース資産の内容

　（ア） 有形固定資産

　　　　主として、オンライン証券システムにかかる電子計算

機等設備（器具備品）であります。

　（イ） 無形固定資産

　　　　ソフトウエアであります。

　②　リース資産の減価償却の方法

　　　重要な会計方針「３.固定資産の減価償却の方法」に記

載のとおりであります。 

２．オペレーティング・リース取引

　　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに

係る未経過リース料　

１年内    312百万円

１年超 964百万円

合計 1,277百万円

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっており、その内容は以下のとおりであります。  

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

　①　リース資産の内容

　（ア） 有形固定資産

　　　　　　　　　　　　同左

　

　（イ） 無形固定資産

　　　　　　　　　　　　同左

　②　リース資産の減価償却の方法

　　　　　　　　　　　　同左

 

２．オペレーティング・リース取引

　　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに

係る未経過リース料　

１年内    288百万円

１年超 1,172百万円

合計 1,460百万円

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっており、その内容は以下のとおりであります。  

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

器具備品 1,529 1,204 324
ソフトウエア 483 398 84

合計 2,012 1,603 409

 
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

器具備品 244 185 58
ソフトウエア 31 27 4

合計 276 213 62

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内    358百万円

１年超 65百万円

合計 423百万円

１年内   61百万円

１年超 4百万円

合計 65百万円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料  627百万円

減価償却費相当額 595百万円

支払利息相当額 18百万円

支払リース料  356百万円

減価償却費相当額 339百万円

支払利息相当額 5百万円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　　　　同左

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。 

 

５．利息相当額の算定方法

　　　　　　　　　　同左
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（金融商品関係）

前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）
　
１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

　当社は、個人顧客を対象とした株式等金融商品の売買の媒介及び取次業務を中心としたブロカレッジ業務に基本的

に特化し、当社の計算に基づく金融商品の売買は原則として行っておりません。顧客向けブロカレッジ業務の一環と

して株式に係る信用取引を取り扱っており、買建については顧客に対して金銭の貸付（信用取引貸付金）を、売建に

ついては株券の貸付（信用取引貸証券受入金）を行っております。顧客に対する信用取引貸付金に充当するため、株

式市場、金融市場の状況や、信用取引の増減等資金需要を勘案して、証券金融会社又は証券会社からの借入（信用取引

借入金）のほか、コールマネーや銀行借入（短期借入金、長期借入金及び関係会社長期借入金）による資金調達を

行っております。また、信用取引における貸株に充当するため、証券金融会社、証券会社から株券の借入に見合う担保

金の差入（信用取引借証券担保金）を行っております。その他、証券会社に対して株式を貸付け、担保金を受け入れて

おります（有価証券担保借入金）。

　このほか、顧客から受け入れた預り金、信用取引等に係る受入保証金、デリバティブ取引に係る受入証拠金及び外国

為替保証金取引に係る保証金等を顧客分別金信託又は区分管理信託として、当社固有の資産と区分して信託銀行へ預

託（預託金）しております。これら預託された信託財産は、主に国債を中心とした債券、有担保コール貸付又は銀行預

金等により運用されております。なお、顧客から受け入れた国内有価証券市場デリバティブ取引に係る受入証拠金に

ついては、金融商品取引所へ直接預託（短期差入保証金）を行っており、信託銀行には預託しておりません。

　上記の他、投資有価証券として、主に取引先の株式の保有及び投資事業有限責任組合への出資によるいわゆるベン

チャーキャピタルへの投資を行っております。
　
（２）金融商品の内容及びそのリスク

　当社が保有する金融資産は、顧客からの預り金等を信託銀行へ預託した顧客分別金信託、区分管理信託、信用取引貸

付金及び投資有価証券が主なものとなります。顧客分別金信託及び区分管理信託の信託財産は、主に国債を中心とし

た債券、有担保コール貸付又は銀行預金等により運用されており、発行体、貸付先及び預け先に対する信用リスク並び

に金利の変動リスクに晒されております。信用取引貸付金は、顧客の購入株式を担保として確保した上で更に所定の

保証金を受入れておりますが、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、株式市場の状況

の変化等により、契約条件に従った債務履行がなされない可能性があります。また投資有価証券は、株式及び投資事業

有限責任組合の出資持分であり、事業推進目的及び純投資目的で保有しております。これらは、それぞれ市場価格の変

動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。なお、投資有価証券には、流動性に乏しい非上場株式が含まれ

ております。

　短期の金融資産である信用取引貸付金に充当する資金調達手段としてコールマネー、銀行借入金及び信用取引借入

金等を利用しております。これらは短期での借入又は長期の変動金利での借入であり金利の変動リスクは極小化され

ておりますが、一定の環境の下で当社が市場を利用できなくなる場合など、支払期日にその支払を実行できなくなる

流動性リスクに晒されております。
　
（３）金融商品に係るリスク管理体制
　
①　全般的リスク管理体制　

　　　信用リスク、市場リスク及び流動性リスクを含む各種リスクについての管理体制等は社内規則で明確化すると共に、現

状把握や管理方針等については半期毎に「リスク管理基本方針」において定め、経営会議及び取締役会の承認を得て

おります。信用リスク及び市場リスクについては、金融商品取引法に基づきそのリスク相当額及び自己資本規制比率

を定量的に管理しており、経営管理部が毎営業日に算定の上、執行役社長及び内部管理統括責任者に報告する体制と

しております。また、毎月末のリスク相当額を含む自己資本規制比率の状況及び将来のリスクシミュレーション結果

は月次決算報告会で全取締役及び全執行役に対して報告しております。
　
　　②　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　　　信用取引に係る与信限度額、立替発生の防止及び発生時の処理などに関する手順等は社内規則で厳格に定め、個別貸倒

の発生を極小化するための管理体制を構築しております。また、信用取引に伴うリスク量を含む取引先リスク相当額

及び自己資本規制比率は金融庁告示に基づき毎営業日に経営管理部が算定し、翌営業日に執行役社長及び内部管理統

括責任者に報告しております。また、個別与信枠及び個別立替金の状況は、コンプライアンス・リスク管理部より毎週

末の状況について常勤取締役及び全執行役へ報告しております。なお、顧客分別金信託及び区分管理信託の信託財産

は、主に国債を中心とした債券、有担保コール貸付又は銀行預金等による運用としているため信用リスクは僅少です。
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　　③　市場リスク（金利等の変動リスク）の管理

　　　顧客分別金信託、区分管理信託の信託財産及び投資有価証券の運用・管理方針は社内規則に厳格に定め、個別の投資は

投資額に応じて経営会議決議又は執行役社長の承認の上行っております。また、これらの市場リスク相当額を含む自

己資本規制比率は金融庁告示に基づき毎営業日に経営管理部が算定し、翌営業日に執行役社長及び内部管理統括責任

者に報告されております。

　

　　④　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

　　　支払準備の確保、支払期日の管理方法など資金調達に係る管理方法は社内規則により厳格に規定されており、コールマ

ネー及び銀行借入等による資金調達が必要な場合には、経営会議決議又は執行役社長の承認に基づき実施しておりま

す。また、資金繰りに関する基本方針等は半期毎に経営会議及び取締役会において承認されております。日々の資金繰

りの状況は、経営管理部から毎営業日、執行役社長及び最高財務責任者に報告されております。なお、月末資金の状況

は、月次決算報告会で、経営管理部より全取締役及び全執行役に対して報告しております。

　

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく時価のほか、市場価格が無い場合には、合理的に算定された価額が含まれて

おります。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該

価額が異なることもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

　平成22年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価

を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注２）参照）。

　
貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金・預金 53,182 53,182 －
(2）預託金 217,507 217,470 △36
(3）信用取引貸付金 79,553 79,553 －
(4）信用取引借証券担保金 10,782 10,782 －
(5）短期差入保証金 19,417 19,417 －
(6）投資有価証券 805 805 －
(7）長期立替金 735 　 　
　　　貸倒引当金（*１） △719 　 　
　 15 15 －
資産計 381,265 381,228 △36
(1）信用取引借入金 46,718 46,718 －
(2）信用取引貸証券受入金 26,338 26,338 －
(3）有価証券担保借入金 10,623 10,623 －
(4）預り金 123,101 123,101 －
(5）受入保証金 115,260 115,260 －
(6）短期借入金 8,000 8,000 －
(7）長期借入金 17,500 17,500 －
(8）関係会社長期借入金 2,500 2,500 －
負債計 350,042 350,042 －

（*１）長期立替金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

　

（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

　　資　産

　　（1）現金・預金

　　　　預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

　　（2）預託金

　　　　預託金に含まれる債券及びマルチコーラブル預金（定期預金）の時価は、取引金融機関等から提示された価格によっ

ております。

　　　　また、有担保コール貸付は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によって

おります。　

　　（3）信用取引貸付金、（4）信用取引借証券担保金、（5）短期差入保証金

　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
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　　（6）投資有価証券

　　　　上場株式の時価は取引所の価格によっております。詳細については、注記事項「有価証券及びデリバティブ取引の状

況」をご参照下さい。

　　（7）長期立替金

　　　　長期立替金については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額に基づいて貸倒見積額を算定しているため、時価

は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積額を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価と

しております。

　

　　負　債　

　　（1）信用取引借入金、（2）信用取引貸証券受入金、（3）有価証券担保借入金、（4）預り金、（5）受入保証金、（6）短

期借入金

　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

　　（7）長期借入金、（8）関係会社長期借入金

　　　　これらは変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていな

いことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。

　

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式（*1）（*2） 370

投資事業有限責任組合出資持分（*3）

　
924

　　（*1）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対

象とはしておりません。

　　（*2）当事業年度において、非上場株式について28百万円の減損処理を行っております。

　　（*3）投資事業有限責任組合出資持分のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められ

るもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。

　

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

　
１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

　
　

現金・預金 53,182 － － － 　

預託金 　 　 　 　 　

　その他有価証券のうち満

期があるもの（国債等）
115,000 61,000 8,000 － 　

　有担保コール貸付 26,608 － － － 　

　定期預金 － － 5,000 － 　

信用取引貸付金 79,553 － － － 　

信用取引借証券担保金 10,782 － － － 　

短期差入保証金 19,417 － － － 　

　（注）長期立替金は回収時期を合理的に見込むことができないため、上表には記載しておりません。

　

（注４）長期借入金、関係会社長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

　附属明細表「借入金等明細表」をご参照ください。　

　

（追加情報）　

　　当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）及び「金融商品の時価等

の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日）を適用しております。　
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当事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）
　
１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

　当社は、個人顧客を対象とした株式等金融商品の売買の媒介及び取次業務を中心としたブロカレッジ業務に基本的

に特化し、当社の計算に基づく金融商品の売買は原則として行っておりません。顧客向けブロカレッジ業務の一環と

して株式に係る信用取引を取り扱っており、買建については顧客に対して金銭の貸付（信用取引貸付金）を、売建に

ついては株券の貸付（信用取引貸証券受入金）を行っております。顧客に対する信用取引貸付金に充当するため、株

式市場、金融市場の状況や、信用取引の増減等資金需要を勘案して、証券金融会社又は証券会社からの借入（信用取引

借入金）のほか、コールマネーや銀行借入（短期借入金、長期借入金及び関係会社長期借入金）による資金調達を

行っております。また、信用取引における貸株に充当するため、証券金融会社、証券会社から株券の借入に見合う担保

金の差入（信用取引借証券担保金）を行っております。その他、証券会社に対して株式を貸付け、担保金を受け入れて

おります（有価証券担保借入金）。

　このほか、顧客から受け入れた預り金、信用取引等に係る受入保証金、デリバティブ取引に係る受入証拠金及び外国

為替保証金取引に係る保証金等を顧客分別金信託又は区分管理信託として、当社固有の資産と区分して信託銀行へ預

託（預託金）しております。これら預託された信託財産は、主に国債を中心とした債券、有担保コール貸付又は銀行預

金等により運用されております。なお、顧客から受け入れた国内有価証券市場デリバティブ取引に係る受入証拠金に

ついては、金融商品取引所へ直接預託（短期差入保証金）を行っており、信託銀行には預託しておりません。

　上記の他、投資有価証券として、主に取引先の株式の保有及び投資事業有限責任組合への出資によるいわゆるベン

チャーキャピタルへの投資を行っております。
　
（２）金融商品の内容及びそのリスク

　当社が保有する金融資産は、顧客からの預り金等を信託銀行へ預託した顧客分別金信託、区分管理信託、信用取引貸

付金及び投資有価証券が主なものとなります。顧客分別金信託及び区分管理信託の信託財産は、主に国債を中心とし

た債券、有担保コール貸付又は銀行預金等により運用されており、発行体、貸付先及び預け先に対する信用リスク並び

に金利の変動リスクに晒されております。信用取引貸付金は、顧客の購入株式を担保として確保した上で更に所定の

保証金を受入れておりますが、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、株式市場の状況

の変化等により、契約条件に従った債務履行がなされない可能性があります。また投資有価証券は、株式及び投資事業

有限責任組合の出資持分であり、事業推進目的及び純投資目的で保有しております。これらは、それぞれ市場価格の変

動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。なお、投資有価証券には、流動性に乏しい非上場株式が含まれ

ております。

　短期の金融資産である信用取引貸付金に充当する資金調達手段としてコールマネー、銀行借入金及び信用取引借入

金等を利用しております。これらは短期での借入又は長期の変動金利での借入であり金利の変動リスクは極小化され

ておりますが、一定の環境の下で当社が市場を利用できなくなる場合など、支払期日にその支払を実行できなくなる

流動性リスクに晒されております。
　
（３）金融商品に係るリスク管理体制
　
①　全般的リスク管理体制　

　　　信用リスク、市場リスク及び流動性リスクを含む各種リスクについての管理体制等は社内規則で明確化すると共に、現

状把握や管理方針等については半期毎に「リスク管理基本方針」において定め、経営会議及び取締役会の承認を得て

おります。信用リスク及び市場リスクについては、金融商品取引法に基づきそのリスク相当額及び自己資本規制比率

を定量的に管理しており、経営管理部が毎営業日に算定の上、執行役社長及び内部管理統括責任者に報告する体制と

しております。また、毎月末のリスク相当額を含む自己資本規制比率の状況及び将来のリスクシミュレーション結果

は月次決算報告会で全取締役及び全執行役に対して報告しております。
　
　　②　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　　　信用取引に係る与信限度額、立替発生の防止及び発生時の処理などに関する手順等は社内規則で厳格に定め、個別貸倒

の発生を極小化するための管理体制を構築しております。また、信用取引に伴うリスク量を含む取引先リスク相当額

及び自己資本規制比率は金融庁告示に基づき毎営業日に経営管理部が算定し、翌営業日に執行役社長及び内部管理統

括責任者に報告しております。また、個別与信枠及び個別立替金の状況は、コンプライアンス・リスク管理部より毎週

末の状況について常勤取締役及び全執行役へ報告しております。なお、顧客分別金信託及び区分管理信託の信託財産

は、主に国債を中心とした債券、有担保コール貸付又は銀行預金等による運用としているため信用リスクは僅少です。
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　　③　市場リスク（金利等の変動リスク）の管理

　　　顧客分別金信託、区分管理信託の信託財産及び投資有価証券の運用・管理方針は社内規則に厳格に定め、個別の投資は

投資額に応じて経営会議決議又は執行役社長の承認の上行っております。また、これらの市場リスク相当額を含む自

己資本規制比率は金融庁告示に基づき毎営業日に経営管理部が算定し、翌営業日に執行役社長及び内部管理統括責任

者に報告されております。

　

　　④　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

　　　支払準備の確保、支払期日の管理方法など資金調達に係る管理方法は社内規則により厳格に規定されており、コールマ

ネー及び銀行借入等による資金調達が必要な場合には、経営会議決議又は執行役社長の承認に基づき実施しておりま

す。また、資金繰りに関する基本方針等は半期毎に経営会議及び取締役会において承認されております。日々の資金繰

りの状況は、経営管理部から毎営業日、執行役社長及び最高財務責任者に報告されております。なお、月末資金の状況

は、月次決算報告会で、経営管理部より全取締役及び全執行役に対して報告しております。

　

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく時価のほか、市場価格が無い場合には、合理的に算定された価額が含まれて

おります。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該

価額が異なることもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

　平成23年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価

を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注２）参照）。

　
貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金・預金 40,385 40,385 －
(2）預託金 222,299 222,256 △42
(3）信用取引貸付金 80,947 80,947 －
(4）信用取引借証券担保金 14,794 14,794 －
(5）短期差入保証金 26,426 26,426 －
(6）投資有価証券 357 357 －
(7）長期立替金 4,068 　 　
　　　貸倒引当金（*１） △3,861 　 　
　 207 207 －
資産計 385,417 385,374 △42
(1）信用取引借入金 30,201 30,201 －
(2）信用取引貸証券受入金 31,192 31,192 －
(3）有価証券担保借入金 10,232 10,232 －
(4）預り金 117,107 117,107 －
(5）受入保証金 127,615 127,615 －
(6）短期借入金 13,000 13,000 －
(7）関係会社短期借入金 10,000 10,000 －
(8）長期借入金 17,500 17,500 －
(9）関係会社長期借入金 2,500 2,500 －
負債計 359,348 359,348 －

（*１）長期立替金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

　

（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

　　資　産

　　（1）現金・預金

　　　　預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

　　（2）預託金

　　　　預託金に含まれる債券及びマルチコーラブル預金（定期預金）の時価は、取引金融機関等から提示された価格によっ

ております。

　　　　また、有担保コール貸付は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によって

おります。　

　　（3）信用取引貸付金、（4）信用取引借証券担保金、（5）短期差入保証金

　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
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　　（6）投資有価証券

　　　　上場株式の時価は取引所の価格によっております。詳細については、注記事項「有価証券及びデリバティブ取引の状

況」をご参照下さい。

　　（7）長期立替金

　　　　長期立替金については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額に基づいて貸倒見積額を算定しているため、時価

は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積額を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価と

しております。

　

　　負　債　

　　（1）信用取引借入金、（2）信用取引貸証券受入金、（3）有価証券担保借入金、（4）預り金、（5）受入保証金、（6）短

期借入金、（7）関係会社短期借入金

　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

　　（8）長期借入金、（9）関係会社長期借入金

　　　　これらは変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていな

いことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。

　

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式（*1）（*2） 364

投資事業有限責任組合出資持分（*3）

　
763

　　（*1）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対

象とはしておりません。

　　（*2）当事業年度において、非上場株式について６百万円の減損処理を行っております。

　　（*3）投資事業有限責任組合出資持分のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められ

るもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。

　

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

　
１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

　
　

現金・預金 40,385 － － － 　

預託金 　 　 　 　 　

　その他有価証券のうち満

期があるもの（国債等）
146,000 37,000 13,000 － 　

　有担保コール貸付 21,382 － － － 　

　定期預金 － － 4,000 － 　

信用取引貸付金 80,947 － － － 　

信用取引借証券担保金 14,794 － － － 　

短期差入保証金 26,426 － － － 　

　（注）長期立替金は回収時期を合理的に見込むことができないため、上表には記載しておりません。

　

（注４）長期借入金、関係会社長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

　附属明細表「借入金等明細表」をご参照ください。　
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（有価証券及びデリバティブ取引の状況）

　

前事業年度（平成22年３月31日現在）

　

１．取引の状況に関する事項（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

(1）トレーディングの内容

当社がトレーディングにおいて取り扱っている商品は、株式、投資信託受益証券、カバードワラント、株式に係る先

物取引及びオプション取引であります。

(2）トレーディングに対する取組方針

トレーディングにおいて取り扱う商品は、基本的に顧客との取引に応じて行われるものであり、ポジションは、極力

持たない方針であります。

(3）トレーディングの利用目的

取引の利用目的については、顧客との取引に応じて行われるものであるため、自己の計算に基づく利益確保は目的

としておりません。

(4）トレーディングに係るリスクの内容

トレーディングにおいて発生するリスクは、主として市場リスクがあげられます。市場リスクは、取引の結果発生し

たポジションの価値が、株式・金利・為替等の相場変動によって増減することから発生するリスクであります。

(5）トレーディングに係るリスク管理体制

当社のリスク管理体制は、リスク管理規程に基づき、経営管理部が、リスク枠及び限度枠等のリスク管理を行うとと

もに牽制機能を果たしております。また、その内容については、内部管理統括責任者へ定期的に報告しております。

　

２．有価証券及びデリバティブ取引（平成22年３月31日現在）

(1）トレーディングに係るもの

①　商品有価証券等（売買目的有価証券）

該当事項はありません。

　

②　デリバティブ取引

該当事項はありません。
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(2）トレーディングに係るもの以外

①　その他有価証券　

 種類
貸借対照表
計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

　
　

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えるもの

（1）株式 506 113 392 　

（2）債券 　 　 　 　

　　 ①国債・地方債等 78,089 77,538 550 　

　　 ②社債 － － － 　

　　 ③その他 － － － 　

（3）その他 － － － 　

小計 78,595 77,652 942 　

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの

（1）株式 299 508 △208 　

（2）債券 　 　 　 　

　　 ①国債・地方債等 107,626107,684 △58 　

　　 ②社債 － － － 　

　　 ③その他 － － － 　

（3）その他 － － － 　

小計 107,925108,192 △267 　

合計 186,521185,845 675 　

（注）１．債券は、特定金外信託又は特定金銭信託の構成物として保有する国債等であります。

　　　２．非上場株式（貸借対照表計上額　370百万円）及び投資事業有限責任組合出資持分（貸借対照表計上額　924百万

円）については、市場価格が無く、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有

価証券」には含めておりません。

　

②　当事業年度中に売却したその他有価証券（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）　　　　　　

種類　 売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

（1）株式 143 134 －

（2）債券 　 　 　

　　①国債・地方債等 18,291 180 －

　　②社債 － － －

　　③その他 － － －

（3）その他 － － －

合計 18,435 315 －

　

３．減損処理を行った有価証券　

　　当事業年度において、その他有価証券の株式について28百万円の減損処理を行っております。
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当事業年度（平成23年３月31日現在）

　

１．取引の状況に関する事項（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

(1）トレーディングの内容

当社がトレーディングにおいて取り扱っている商品は、株式、投資信託受益証券、カバードワラント、株式に係る先

物取引、オプション取引及び為替予約取引であります。

(2）トレーディングに対する取組方針

トレーディングにおいて取り扱う商品は、基本的に顧客との取引に応じて行われるものであり、ポジションは、極力

持たない方針であります。

(3）トレーディングの利用目的

取引の利用目的については、顧客との取引に応じて行われるものであるため、自己の計算に基づく利益確保は目的

としておりません。

(4）トレーディングに係るリスクの内容

トレーディングにおいて発生するリスクは、主として市場リスクがあげられます。市場リスクは、取引の結果発生し

たポジションの価値が、株式・金利・為替等の相場変動によって増減することから発生するリスクであります。

(5）トレーディングに係るリスク管理体制

当社のリスク管理体制は、リスク管理規程に基づき、経営管理部が、リスク枠及び限度枠等のリスク管理を行うとと

もに牽制機能を果たしております。また、その内容については、内部管理統括責任者へ定期的に報告しております。

　

２．有価証券及びデリバティブ取引（平成23年３月31日現在）

(1）トレーディングに係るもの

①　商品有価証券等（売買目的有価証券）

該当事項はありません。

　

②　デリバティブ取引

該当事項はありません。
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(2）トレーディングに係るもの以外

①　その他有価証券　

 種類
貸借対照表
計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

　
　

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えるもの

（1）株式 135 92 43 　

（2）債券 　 　 　 　

　　 ①国債・地方債等 94,931 94,550 381 　

　　 ②社債 － － － 　

　　 ③その他 － － － 　

（3）その他 － － － 　

小計 95,066 94,642 424 　

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの

（1）株式 222 222 － 　

（2）債券 　 　 　 　

　　 ①国債・地方債等 101,756101,914 △158 　

　　 ②社債 － － － 　

　　 ③その他 － － － 　

（3）その他 － － － 　

小計 101,978102,136 △158 　

合計 197,045196,779 265 　

（注）１．債券は、特定金外信託又は特定金銭信託の構成物として保有する国債等であります。

　　　２．非上場株式（貸借対照表計上額　364百万円）及び投資事業有限責任組合出資持分（貸借対照表計上額　763百万

円）については、市場価格が無く、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有

価証券」には含めておりません。

　　　３．当事業年度において、その他有価証券の株式について286百万円の減損処理を行っております。　

　

②　当事業年度中に売却したその他有価証券（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）　　　　　　

種類　 売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

（1）株式 305 284 －

（2）債券 　 　 　

　　①国債・地方債等 7,460 107 －

　　②社債 － － －

　　③その他 － － －

（3）その他 － － －

合計 7,766 391 －

　

３．減損処理を行った有価証券　

　　当事業年度において、２．有価証券及びデリバティブ取引(2）トレーディングに係るもの以外①その他有価証券

（注）３に記載した286百万円のほか、その他有価証券で時価のない株式について６百万円の減損処理を行っておりま

す。
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（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

（注）３

取締役　　　１名

従業員　　　36名

 

取締役　　　１名

監査役　　　１名

従業員　　　４名

取締役　　　１名

執行役　　　１名 

従業員　　　31名

株式の種類別のストック・

オプション数（注）１、２
普通株式　　12,861株 普通株式　　1,854株 普通株式　　4,314株

付与日 平成15年12月31日 平成16年４月30日 平成18年３月31日

権利確定条件

新株予約権の割当を受けた

者は、権利行使時においても

当社の取締役、執行役又は従

業員の地位にあることを要

する。

新株予約権の割当を受けた

者は、権利行使時においても

当社の取締役、執行役又は従

業員の地位にあることを要

する。

新株予約権の割当を受けた

者は、権利行使時においても

当社の取締役、執行役又は従

業員の地位にあることを要

する。

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。

権利行使期間
自　平成18年１月１日

至　平成22年12月31日

自　平成18年５月１日

至　平成22年12月31日

自　平成19年７月１日

至　平成24年６月30日

（注）１．株式数に換算して記載しております。

２．平成15年ストック・オプション及び平成16年ストック・オプションについては、平成16年９月28日及び平

成17年７月20日それぞれにおいて、１株を３株とする株式分割を実施しているため、ストック・オプショ

ン数は分割後の数値によっております。 

３．平成16年ストック・オプションの付与対象者である監査役１名は、平成16年6月22日開催の当社株主総会

において監査役を退任し、取締役に就任しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度（平成22年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプショ

ンの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション

権利確定前（株）    

前事業年度末 － － －

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 － － －

権利確定後（株）    

前事業年度末 378 171 3,201

権利確定 － － －

権利行使 － 63 －

失効 － － 51

未行使残 378 108 3,150
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②　単価情報

 
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション

権利行使価格（円）（注）１ 15,000 22,366 327,022

行使時平均株価（円） － 116,000 －

付与日における公正な評価単価

（注）２
－ － －

（注）１．平成15年ストック・オプション及び平成16年ストック・オプションについては、平成16年９月28日及び平

成17年７月20日それぞれにおいて、１株を３株とする株式分割を実施しているため、権利行使価格は分割

後の数値によっております。 

　　　２．会社法の施行前に付与されたストック・オプションであるため、記載しておりません。

 

当事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

（注）３

取締役　　　１名

従業員　　　36名

 

取締役　　　１名

監査役　　　１名

従業員　　　４名

取締役　　　１名

執行役　　　１名 

従業員　　　31名

株式の種類別のストック・

オプション数（注）１、２
普通株式　　2,572,200株普通株式　　　370,800株普通株式　　　862,800株

付与日 平成15年12月31日 平成16年４月30日 平成18年３月31日

権利確定条件

新株予約権の割当を受けた

者は、権利行使時においても

当社の取締役、執行役又は従

業員の地位にあることを要

する。

新株予約権の割当を受けた

者は、権利行使時においても

当社の取締役、執行役又は従

業員の地位にあることを要

する。

新株予約権の割当を受けた

者は、権利行使時においても

当社の取締役、執行役又は従

業員の地位にあることを要

する。

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。

権利行使期間
自　平成18年１月１日

至　平成22年12月31日

自　平成18年５月１日

至　平成22年12月31日

自　平成19年７月１日

至　平成24年６月30日

（注）１．株式数に換算して記載しております。

２．平成15年ストック・オプション及び平成16年ストック・オプションについては、平成16年９月28日及び平

成17年７月20日それぞれにおいて、１株を３株とする株式分割を実施し、また、平成15年ストック・オプ

ション、平成16年ストック・オプション及び平成18年ストック・オプションについては平成22年４月１日

に１株を200株とする株式分割を実施しているため、ストック・オプション数は分割後の数値によってお

ります。 

３．平成16年ストック・オプションの付与対象者である監査役１名は、平成16年6月22日開催の当社株主総会

において監査役を退任し、取締役に就任しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度（平成23年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプショ

ンの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション

権利確定前（株）    

前事業年度末 － － －

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 － － －

権利確定後（株）    

前事業年度末 75,600 21,600 630,000

権利確定 － － －

権利行使 75,600 21,600 －

失効 － － 129,600

未行使残 － － 500,400

 

②　単価情報

 
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション

権利行使価格（円）（注）１ 75 111 1,636

行使時平均株価（円） 392 392 －

付与日における公正な評価単価

（注）２
－ － －

（注）１．平成15年ストック・オプション及び平成16年ストック・オプションについては、平成16年９月28日及び平

成17年７月20日それぞれにおいて、１株を３株とする株式分割を実施し、また、平成15年ストック・オプ

ション、平成16年ストック・オプション及び平成18年ストック・オプションについては平成22年４月１日

に１株を200株とする株式分割を実施しているため、権利行使価格は分割後の数値によっております。 

　　　２．会社法の施行前に付与されたストック・オプションであるため、記載しておりません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産   

金融商品取引責任準備金 483 百万円

投資有価証券 213  

減価償却費 107 

貸倒引当金 269 

その他 186 

繰延税金資産合計 1,260 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 360 

繰延税金負債合計 360 

繰延税金負債の純額（流動） 102 

繰延税金資産の純額（固定） 1,002 

繰延税金資産   

金融商品取引責任準備金 329 百万円

投資有価証券 231  

減価償却費 93 

貸倒引当金 1,535 

その他 124 

繰延税金資産小計 2,314 

評価性引当額 △339 

繰延税金資産合計 1,975 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 121 

繰延税金負債合計 121 

繰延税金資産の純額（流動） 3 

繰延税金資産の純額（固定） 1,851 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4 

その他 △0.3 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.8 

法定実効税率 40.7％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3 

評価性引当額の増加 21.3 

その他 0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 62.5 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

　当社は、オンラインによる金融商品取引業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

【関連情報】

当事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

１．商品及びサービスごとの情報

区分
株券

（百万円）
債券

（百万円）
受益証券
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

委託手数料 6,637 － － 98 6,735

引受け・売出し・特定投資家向け

売付け勧誘等の手数料
－ － － － －

募集・売出し・特定投資家向け売

付け勧誘等の取扱手数料
2 － 166 － 168

その他の受入手数料 293 － 392 1,123 1,809

計 6,932 － 　　　559 1,221 8,713

（注）上記は営業収益のうち受入手数料の内訳であり、その他の構成要素であるトレーディング損益及び金融収益の内訳

については損益計算書関係注記をご参照ください。
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２．地域ごとの情報

（１）営業収益

　　　本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

（２）有形固定資産

　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

を省略しております。

　

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略し

ております。　

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

　　　　　　　該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

　　　　　　　該当事項はありません。　

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生に関する情報】

当事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

　　　　　　　該当事項はありません。

　

（追加情報）

　当事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

　　当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３月27日）及び

　「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年３月21日）を適用

　しております。　

　

【関連当事者情報】

前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日） 

１．関連当事者との取引 

　財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等 

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

同一の親会社

を持つ会社

三菱UFJ信

託銀行㈱

東京都

千代田区
324,279

 信託

 銀行業

（被所有）

間接0.0％
銀行取引

金銭信託 － 預託金 104,093

 支払手数料 45 未払費用 22

同一の親会社

を持つ会社

三菱UFJ証

券㈱

東京都

千代田区 
65,518

 金融商品

 取引業 

（被所有）

直接11.46％

金融商品取

引

役員の兼任 

 有価証券の売買 74,391  －  －

 有価証券売却益 180  －  －

 （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　　 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　 　（1）支払手数料については、一般の取引条件と同様に決定しております。

　　　　 （2）金銭信託の取引金額については、顧客分別金信託及び区分管理信託必要額の差替を日々行っているものであ

り、かつ金額が多額であるため記載しておりません。

　　　 ３．有価証券の売買は、形式的には三菱UFJ信託銀行(株)及び日証金信託銀行(株)の金銭信託で保有する有価証券の

売買ですが、実質的には同金銭信託を経由した、当社と三菱UFJ証券(株)との取引によるものです。なお、有価

証券売買の取引条件は、一般の取引条件と同様に決定しております。
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２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　（１）親会社情報

　　　　株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

　　　　（東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）

　　　　株式会社三菱東京UFJ銀行（非上場）

　（２）重要な関連会社の要約財務情報

　　　　該当事項はありません。 

 

当事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日） 

１．関連当事者との取引 

　　（ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る）等

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社

　

㈱三菱東京

UFJ銀行

東京都

千代田区 
1,711,958

銀行業

　

（被所有）

直接44.39％
銀行取引 

 短期借入金 －
関係会社　

短期借入金
 10,000

 長期借入金 －
関係会社

長期借入金
 2,500

 支払利息 13 未払費用  0

 支払手数料 2 前払費用  15

 － －
 長期

前払費用
 7

 （注）１．短期借入金の取引金額については、借入期日の更新によるものでありかつ金額が多額であるため記載して

　　　　　 おりません。なお、借入の利率については、他金融機関からの借入利率を参考に、決定しております。 

 　　 　２．上記の他、預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引であるため、

　　　　　 記載しておりません。

　

　　　（イ）　財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等 

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

同一の親会社

を持つ会社

三菱UFJ信

託銀行㈱

東京都

千代田区
324,279

 信託

 銀行業

（被所有）

間接0.0％
銀行取引

金銭信託 － 預託金 56,708

 短期借入金 6,000 短期借入金 4,000

 支払利息 0 未払費用 13

 支払手数料 29 － －

同一の親会社

を持つ会社

三菱UFJモルガ
ン・スタン
レー証券㈱

東京都

千代田区 
3,000

 金融商品

 取引業 
－

金融商品取

引 

 有価証券の売買 67,239  －  －

 有価証券売却益 60  －  －

 （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　　 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　 　（1）支払手数料については、一般の取引条件と同様に決定しております。

　　　　 （2）金銭信託の取引金額については、顧客分別金信託及び区分管理信託必要額の差替を日々行っているものであ

り、かつ金額が多額であるため記載しておりません。

　　　　 （3）短期借入金の借入の利率については、他金融機関からの借入利率を参考に、決定しております。　

　　　 ３．有価証券の売買は、形式的には三菱UFJ信託銀行(株)及び日証金信託銀行(株)の金銭信託で保有する有価証券の

売買ですが、実質的には同金銭信託を経由した、当社と三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)との取引によ

るものです。なお、有価証券売買の取引条件は、一般の取引条件と同様に決定しております。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　（１）親会社情報

　　　　株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

　　　　（東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）

　　　　株式会社三菱東京UFJ銀行（非上場）

　（２）重要な関連会社の要約財務情報

　　　　該当事項はありません。 
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１株当たり純資産額      39,623.97円

１株当たり当期純利益金額 3,436.03円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 
3,434.40円

１株当たり純資産額      185.20円

１株当たり当期純利益金額 3.35円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 
3.35円

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度末

（平成22年３月31日）
当事業年度末

（平成23年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 35,664 32,615

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 35,664 32,615

貸借対照表上の純資産額と普通株式に係る

純資産額との差額（百万円）
－ －

普通株式の発行済株式数（株） 975,687 185,137,400

普通株式の自己株式数（株） 75,607 9,024,694

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株）
900,080 176,112,706

　　　２．当社は、平成22年４月１日付をもって、１株につき200株の割合で株式分割いたしました。当該株式分割が前期首に

行われたと仮定した場合の、前事業年度末における１株当たり純資産額は198円12銭であります。

（注）１．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

 
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益（百万円） 3,092 597

　普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

　普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,092 597

　期中平均株式数（株） 900,054 178,070,378

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益調整額（百万円） － －

　普通株式増加数（株） 426 31,533

　（うち新株予約権） (426) (31,533)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

新株予約権１種類（新株予約権の

数1,050個、3,150株）

新株予約権１種類（新株予約権の

数834個、500,400株）

　　　２．当社は、平成22年４月１日付をもって、１株につき200株の割合で株式分割いたしました。当該株式分割が前期首に

行われたと仮定した場合の、前事業年度における１株当たり当期純利益金額は17円18銭、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額は17円17銭であります。
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
    至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
    至　平成23年３月31日）

　平成22年２月18日開催の取締役会決議に基づき、平成22

年４月１日付をもって以下の株式分割を実施いたしまし

た。　

（1）分割方法

　　 平成22年３月31日最終の株主名簿に記載又は記録され

た株主の所有株式数を、１株につき200株の割合をもっ

て分割いたしました。

（2）分割により増加する株式数

　　　 普通株式　　　　　　　　　　　194,161,713株　

　

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

期における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定

した場合の当期における１株当たり情報は、それぞれ以

下のとおりとなります。

前事業年度 当事業年度

　１株当たり純資産額

　　　　　　　　187.56円

　１株当たり当期純利益金額

　　　　　　　　 19.54円

　潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額

　　　　　　　　　19.52円　

１株当たり純資産額 

　　　　　　　　198.12円

　１株当たり当期純利益金額

　　　　　　　　 17.18円

　潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額

　　　　　　　　 17.17円

　

―――――――――
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⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

　【株式】

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証券

 

 

その他

有価証券

 

 

株式会社東京証券取引所グループ 20,000 313

ＦＸプライム株式会社 819,500 222

株式会社インタートレード 6,437 135

その他（７銘柄） 20,810 50

 小計 866,747 721

計 866,747 721

　【その他】

種類及び銘柄 投資口数等（口）
貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証券

 

 

その他有

価証券 

 

 

（投資事業有限責任組合への出資）   

投資事業有限責任組合ハンズオン1・2号 20 456

ジャフコV2-B号投資事業有限責任組合 5 190

テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有

限責任組合 
2 115

 小計 27 763

計 27 763
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産        

建物 465 20 － 485 226 71 259

器具備品 55 168 － 223 59 33 164

リース資産 563 185 6 742 303 198 439

有形固定資産計 1,084 373 6 1,452 589 303 862

無形固定資産        

ソフトウエア 3,430 890 574 3,746 1,977 675 1,768

電話加入権 10 － － 10 － － 10

リース資産 231 4 － 235 107 58 128

無形固定資産計 3,672 894 574 3,992 2,084 734 1,908

長期前払費用 221 150 128 244 19 12 225

繰延資産        

　――― － － － － － － －

　　 繰延資産計　　 － － － － － － －

　（注）当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

　　　　リース資産（有形固定資産）・・・株式取引システムに係るサーバー等185百万円

　　　　ソフトウエア・・・株式取引システム890等百万円

 

【社債明細表】

　　　　　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 8,000 13,000 0.3 －

関係会社短期借入金 － 10,000 0.1 －

１年以内に返済予定のリース債務 206 257 2.2 －　

長期借入金 17,500 17,500 0.3平成24年９月28日

関係会社長期借入金 2,500 2,500 0.3平成24年９月28日

リース債務（１年以内に返済予定のものを除

く。）
470 370 2.2

平成24年４月30日～

平成26年10月31日　

その他有利子負債

信用取引借入金
46,718 30,201 0.8 －

計 75,394 73,830 － －

　（注）１．平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金、関係会社長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の決算日後５年間

の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 17,500 － － －

関係会社長期借入金 2,500 － － －

リース債務 246 114 10 －

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 719 3,185 － 44 3,861

金融商品取引責任準備金 1,187 － － 378 809

　（注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、個別引当対象債権の回収による取崩しであります。

２．金融商品取引責任準備金は、証券事故による損失に備えるため「金融商品取引法」第46条の５の規定に基づ

き「金融商品取引業等に関する内閣府令」第175条に定めるところにより算出した額を計上しております。 

　　　　　　「当期減少額（その他）」は、上記計算に基づく戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

　　　　　該当事項はありません。

（２）【主な資産及び負債の内容】

①　現金・預金

区分 金額（百万円）

現金 0

預金  

当座預金 27,171

普通預金 12,240

外貨預金　 1

郵便口座 971

小計 40,384

合計 40,385

②　預託金

区分 金額（百万円）

顧客分別金信託及び区分管理信託 222,246

証券取引所等に預託している金銭等 52

合計 222,299
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③　信用取引資産

区分 金額（百万円）

信用取引貸付金（注）１ 80,947

信用取引借証券担保金（注）２ 14,794

合計 95,742

　（注）１　顧客の信用取引にかかる株式の買付代金相当額

２　信用取引により証券金融会社又は証券会社に差し入れている借証券担保金

　

④　短期差入保証金  

区分 金額（百万円）

信用取引差入保証金 150

先物取引差入証拠金 21,504

外国為替取引差入証拠金 2,842

取引所清算基金等 1,929

合計 26,426

 

⑤　信用取引負債

区分 金額（百万円）

信用取引借入金（注）１ 30,201

信用取引貸証券受入金（注）２ 31,192

合計 61,393

　（注）１　顧客の信用取引にかかる証券金融会社又は証券会社からの借入金

２　顧客からの信用取引にかかる株式の売付代金相当額

　

⑥　預り金

区分 金額（百万円）

顧客からの預り金 116,041

預り税金等 1,066

合計 117,107

 

⑦　受入保証金

区分 金額（百万円）

信用取引受入保証金 96,143

先物取引受入証拠金 20,892

外国為替取引受入保証金 10,579

合計 127,615
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（３）【その他】

当事業年度における四半期情報

 
第１四半期

自平成22年４月１日
至平成22年６月30日

第２四半期
自平成22年７月１日
至平成22年９月30日

第３四半期
自平成22年10月１日
至平成22年12月31日

第４四半期
自平成23年１月１日
至平成23年３月31日

営業収益（百万円） 4,042 2,977 3,233 3,798

税引前四半期純利益

金額又は税引前四半

期純損失金額（△）

（百万円）

1,763 757 854 △1,782

四半期純利益金額又

は四半期純損失金額

（△）（百万円）

1,040 447 505 △1,395

１株当たり四半期純

利益金額又は１株当

たり四半期純損失金

額（△）（円）

5.81 2.51 2.84 △7.88
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部　

株主名簿管理人

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　

取次所 ―　

買取手数料 無料

公告掲載方法

電子公告により行う。但し、電子公告によることができない事故その他やむを得な

い事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。

公告掲載ＵＲＬ　http://kabu.com/

株主に対する特典

当社証券口座に預託している当社現物株式の保有株数と保有期間に応じ、以下のと

おり当社における現物株式取引の委託手数料の割引を実施しております。

 <保有株数と保有期間に応じた現物株式委託手数料割引率> 

　  保　　　有　　　期　　　間

　 　
６ヶ月

まで 

７～12

ヶ月 

13～18

ヶ月

 19～24

ヶ月

25ヶ月

以上 

保　

有　

株　

数

 １～ 99株 　― 　― 　― 　― 　―

 100～ 199株　0.5％ 　0.8％ 　1.0％ 　1.3％ 　1.5％

 　200～ 1,000株　1.0％ 　1.5％ 　2.0％ 　2.5％ 　3.0％

 1,001～ 2,000株1.5％ 2.3％ 3.0％ 3.8％ 4.5％

 2,001～ 4,000株2.0％ 3.0％ 4.0％ 5.0％ 6.0％

 4,001～ 6,000株 2.5％ 3.8％ 5.0％ 6.3％ 7.5％

 6,001～ 8,000株3.0％ 4.5％ 6.0％ 7.5％ 9.0％

  8,001～ 10,000株3.5％ 5.3％ 7.0％ 8.8％ 10.5％

10,001～20,000株4.0％ 6.0％ 8.0％ 10.0％12.0％

20,001株以上 5.0％ 7.5％ 10.0％12.5％15.0％

※　当社証券口座に預託している当社現物株式について、毎月25日時点(受渡日ベー

ス、休業日の場合は前営業日。)の保有株数と保有期間により算出した割引率

を、翌月に受注した現物株式の委託手数料に自動的に適用。

（注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規定に

よる請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受け

る権利以外の権利を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(１）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第11期）(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)平成22年６月28日関東財務局長に提出。

(２）内部統制報告書及びその添付書類

平成22年６月28日関東財務局長に提出。

(３）四半期報告書及び確認書

（第12期第１四半期）(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日) 平成22年８月11日関東財務局長に提出。

（第12期第２四半期）(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日) 平成22年11月10日関東財務局長に提出。

（第12期第３四半期）(自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日) 平成23年２月９日関東財務局長に提出。

(４）有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

平成22年７月７日関東財務局長に提出。

（第11期）(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその確認書であ

ります。

(５）臨時報告書

平成22年６月28日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨

時報告書であります。

平成23年４月25日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号（財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象が発

生した場合）に基づく臨時報告書であります。　

(６）自己株券買付状況報告書

報告期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年４月30日）平成22年５月14日関東財務局長に提出。

報告期間（自　平成22年５月１日　至　平成22年５月31日）平成22年６月７日関東財務局長に提出。　

報告期間（自　平成23年１月１日　至　平成23年１月31日）平成23年２月２日関東財務局長に提出。

報告期間（自　平成23年２月１日　至　平成23年２月28日）平成23年３月３日関東財務局長に提出。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

　
 

 平成22年６月18日

カブドットコム証券株式会社  

 取締役会　御中    

 有限責任監査法人トーマツ 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 御子柴　　顯　　㊞

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 美久羅　和美　　㊞

＜財務諸表監査＞
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている
カブドットコム証券株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第11期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸
表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法
人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ
れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して
いる。
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、カブドットコ
ム証券株式会社の平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 
＜内部統制監査＞
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、カブドットコム証券株式会社の平
成22年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報
告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明すること
にある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性が
ある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監
査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの
合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評
価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで
いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、カブドットコム証券株式会社が平成22年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した
上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、
財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（※）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出
会社）が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

　
 

 平成23年６月17日

カブドットコム証券株式会社  

 取締役会　御中    

 有限責任監査法人トーマツ 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 御子柴　　顯　　㊞

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 美久羅　和美　　㊞

＜財務諸表監査＞
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている
カブドットコム証券株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第12期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸
表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法
人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ
れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して
いる。
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、カブドットコ
ム証券株式会社の平成23年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 
＜内部統制監査＞
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、カブドットコム証券株式会社の平
成23年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報
告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明すること
にある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性が
ある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監
査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの
合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評
価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで
いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、カブドットコム証券株式会社が平成23年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した
上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、
財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（※）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出
会社）が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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